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１．本調査の概要 

１－１ 調査の目的等 

①調査の目的 

黒石市の中心市街地は、藩政時代にまちの形が形成され 、商業や住宅等の機能が集

積しているが、人口減少、商業施設等の郊外化等の進展により空き家や空き店舗が増加

し、 まちなかのにぎわいが失われつつある 。このため、黒石市では、黒石市立図書館

や黒石市役所わのまちセンターの建設を契機とした「黒石市まちなかエリアリノベー

ションプラン」を策定し、松の湯交流館～黒石市役所わのまちセンター～金平成園まで

の範囲を特に重点的なエリアとし、まちなか再生に取り組んでいる。 

黒石市は、平成 20 年に黒石市中町伝統的建造物群保存地区内にある伝統的建造物の

旧松の湯を取得し、観光、コミュニティ、防災の３つの柱に基づく再整備を進め、平成

27 年に松の湯交流館としてオープンさせた。また、令和６年 10 月に旧西谷家住宅の土

地・建物（主屋１棟、土蔵２棟）、庭園を取得している。 

このような状況を踏まえ、これまでの公民連携の取組を更に発展させ、旧西谷家住宅

の利活用の方向性とエリアリノベーション※の実現に取り組み、健全な行財政の構築や

空き家などの利活用の推進により、中長期的なエリアの価値向上につなげることを本

調査の目的とする。 

※エリアリノベーションとは、黒石市のまちなかの特徴を活かし、空き店舗や空き家の再生、公共

施設・空間の再整備や利活用などを進めながら、エリアの魅力と価値を高め、活性化させていく

まちづくりの手法 
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②調査の対象地域 

黒石市都市再生整備計画の中心拠点地区（34.2ha）とし、黒石市役所わのまちセンタ

ー～松の湯交流館を特に重点的なエリアとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表１－１ 対象地域 

 松の湯交流館 横町交流館  旧西谷家住宅 
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１－２ 黒石市の概要 

黒石市は、青森県のほぼ中央に位置し、三方に津軽平野、東に八甲田連峰が連なる自

然と豊富な温泉に恵まれ、味の良い「黒石米」と「黒石りんご」の産地として知られて

いる古くからの城下町である。人口は 29,790人、世帯数は 14,031世帯である（令和８

年２月末日現在）。 

昭和 29年７月１日に黒石町のほか４村が合併し、県内で４番目の市制を施行。後に

尾上町の一部を編入し、現在に至る。市域は、東西に約 23.3km、南北に 17.5kmで、面

積 217.05k㎡である。 

十和田湖の西玄関口にあたり、青森空港や東北新幹線新青森駅まで約 40分と観光地

へのアクセスにも優れている。また、国道 102号と東北縦貫自動車道黒石インターチェ

ンジ、更には県土を横断する国道 394号を擁し、至近距離に青森空港があるなど、交通

の要衝としての役割も増大している。 

 

 

 

 

  

図表１－２ 黒石市の位置 
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１－３ 事業発案に至った経緯・課題 

①黒石市が抱えている課題 

黒石市では、次に示す課題が顕在化している。 

⚫ 人口減少、商業施設等の郊外化等の進展により、まちなかは空き家や空き店舗が増

加し、にぎわいの喪失が継続している。 

⚫ 多くの公共施設等の老朽化が進み、近い将来、一斉に改修・更新時期を迎え、厳し

い財政環境を考慮すると、全ての施設を維持・更新することは困難な状況にある。 

⚫ 旧西谷家住宅をはじめとする伝統的建造物の多くは、建造物の耐震性等の課題が

ある。 

 

②上位計画との関連性 

本事業は、第７次黒石市総合計画に示されたまちづくりの目標を実現する施策のう

ち、「しごとづくりで自立したまち」の中心市街地の活性化や「歴史と伝統を活かした

元気なまち」の伝統的建造物群保存地区の保存・活用、「憩いとにぎわいの場所を育む

元気なまち」のまちなかの活性化と回遊性向上及び「新しい人の流れの創出で元気なま

ち」の関係人口の創出・拡大等の位置付けを踏まえるとともに、黒石市まちなかエリア

リノベーションプランの取組施策である「空き家・空き店舗の利活用」や「地域の歴史

的な資源の活用や魅力の発信」等の具体化を図るものとして位置付けられる。 

 

図表１－３ 上位計画との関連性 

計画名称 目的やねらい 位置付け等 

第７次黒石市総合計

画（令和７年３月） 

まちづくりの目標と、それを実現するた

めの具体的な方向と施策を表す 

中心市街地の活性化、伝統的建

造物群保存地区の保存・活用、

まちなかの活性化と回遊性向

上、関係人口の創出・拡大等 

黒石市中町伝統的建

造物群保存地区防災

計画（平成 19 年度） 

伝統的建造物群の文化財としての価値を

失うことなく、歴史的資産として後世に

伝えていくため、空間的・社会的特性を

考慮した防災対策を講じる 

伝統的建造物等の予防的対策

の強化・充実とこみせの防災対

策 

黒石市まちなかエリ

アリノベーションプ

ラン（令和４年 10月） 

（仮称）市民サービス施設等の新たな施

設を活かしながら、周囲のまちなかの資

源や建物等の利活用と再生を図り、魅力

的で活動があふれ、市民の求めるにぎわ

いのあるまちづくりを進めるため 

空き家・空き店舗の利活用の検

討や地域の歴史的な資源の活

用や魅力の発信 
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【黒石市まちなかエリアリノベーションプランの概要】 

●対象範囲 

• （仮称）市民サービス施設や本庁舎を中心に、中町

こみせ通り、松の湯交流館、黒石市立図書館を含む

範囲 

 

●プラン策定の目的 

• 新たな施設を活かしつつ、周囲のまちなかの資源や

建物等の利活用と再生を図り、魅力的で活動があふ

れ、市民の求めるにぎわいのあるまちづくりを進め

るため 

 

●コンセプト 

人を結び、まちがつながり、市民の力が充る、あずましいエリアの再生 

 

●方向性 

１－回遊性の向上と町並みの再生 

２－まちなかを彩るあずましい居場所づくり 

３－歴史・文化を継承した活動の見える町並みづくり 

 

●エリアリノベーションの取組展開 

• 行政が先導となり、変化の兆しとなる「点」となる種まき、市民が「線」や「面」へと経済活動や交

流活動等を広げることを基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表１－４ 対象範囲 
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③上記課題への対策としてこれまで実施している施策や調査等 

黒石市では、「黒石市中⼼市街地活性化基本計画」及び「黒石市歴史的景観形成計画」

に基づき、市庁舎の建て替えや中⼼商店街空き店舗対策、伝統的建造物群保存地区内で

の電線類の地中化や道路の美装化等、次図表に示す事項に取り組んできた。 

 

図表１－５ これまで実施した計画等 

年月 計画・整備された施設名称等 

平成 31 年３⽉ 黒石市中⼼市街地活性化基本計画の認可 

計画期間は、平成 31 年４月から令和６年３月までの５年間 

平成 31 年３月 黒石市歴史的景観形成計画 

令 和 ２ 年 ６ 月 宿泊施設（ホテル逢春）オープン 

令 和 ３ 年 ３ 月 伝統的建造物群保存地区内の電線類地中化や道路の美装化 

令 和 ４ 年 ７ 月 黒石市立図書館オープン 

令 和 ６ 年 ５ 月 令和５年度黒石市中心市街地活性化基本計画の最終フォローアップに関

する報告 

令和６年 10 月 （仮称）市民サービス施設（黒石市役所わのまちセンター）オープン 

 

これらの成果等について、「令和５年度 黒石市中心市街地活性化基本計画の最終フ

ォローアップに関する報告（令和６年５月）から引用する。 

⚫ 「中心市街地内への新規出店数（令和元年度から令和５年度までの５年間の合計

数 15 件）」は令和５年度時点で 31 件となり、当該目標値を超える成果を得るこ

とができており、中心市街地のにぎわい創出と交流人口増加を推進するための下

地が整った。 

⚫ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け宿泊者が減少したホテル逢春の宿泊需

要は、令和５年下半期から回復し、国や自治体の旅行支援がない時期でも前年度

を上回る宿泊者数を確保している。 

⚫ 「（仮称）市民サービス施設」が資材高騰や物価高騰の影響などによる工期延長の

影響で完成が令和６年度以降にずれ込んだこともあり、当該事業の効果としては

まだ現れていないことから、３つの目標指標のうち２つが新型コロナウイルス感

染拡大の影響により基準値に達しなかった。 

⚫ 商店街組合等からは「新型コロナウイルス感染症が感染症分類５類に移行し、ま

ちなかで長い時間過ごしてもらえるイベントを企画している」、「夜間の飲食店街

のにぎわいが回復しつつあり夜市などのイベントの集客が期待できる」、「（仮称）

市民サービス施設の開業をビジネスチャンスと捉えている方が多く、空き店舗へ

の出店が増え他にも出店希望者がいる」、「個店の業績が回復しつつある」といっ

た声もあった。 
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図表１－６ 各目標の達成状況 
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④当該事業の発案経緯 

令和６年 10 月に黒石市が旧西谷家住宅の土地・建物（主屋１棟、土蔵２棟、庭園）

を取得したことを契機として、当該事業の発案に至った。 

 

⑤当該事業の必要性 

これまで、黒石市では、松の湯交流館の再生及び指定管理者制度に基づく施設の運用

を進めてきたが、旧西谷家住宅は施設の規模も大きいことなどにより、これまでの取組

を踏まえ、公民連携によって旧西谷家住宅と周囲のまちなかの資源の相乗効果により

エリアリノベーションの推進が必要であった。 

今後、旧西谷家住宅の利活用を通じて、関係人口の増加、来訪者のリピートや滞在時

間の増加、回遊環境の整備等により、エリアリノベーションの推進に資することが期待

されている。 
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１－４ 公民連携による検討体制の整備 

①公民連携による検討体制の構築 

今後、公民連携による（仮）黒石まちなかエリアプラットフォームの構築を見据えた

体制を基本とし、公的不動産、重要伝統的建造物群保存地区、空き家対策、空き店舗、

商業振興、景観計画・立地適正化計画等の関係部署の参加を得た。また、有識者として

長らく黒石市のまちそだてを支援してきた弘前大学特任教授北原啓司氏、建築・不動産

の専門家として、全国の建築・不動産の再生/開発プロデュースを手掛けている吉里裕

也氏（㈱スピーク代表）をそれぞれ招聘した。 

これら、有識者・専門家、関係部署各部長及び②の民間の関係者を検討委員とし、業

務全体の検討を行うこととした。また、関係部署の各担当者及び事務局・作業班（協力

会社を含む）で、実務レベルの検討を進める場として、旧西谷家住宅部会とエリアリノ

ベーション部会の２つの専門部会を設置した。 

 

②民間の関係者との協力体制 

対象地域において、旧西谷家の利活用やエリアリノベーションに関連の深い分野で

ある、商業、観光、教育等の団体と、本地域でまちそだて活動に取り組んでいる団体と

の連携を見据え、検討委員会及び部会への参加を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表１―７ 検討体制 
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図表１－８ 伝統的建造物の利活用とエリアリノベーションの実践モデル事業検討委員会名簿 

所属団体等 役職名 氏名 備考 

弘前大学教育学部 特任教授 北原 啓司  

(株）スピーク 代表 吉里 裕也 建築・不動産/開発プロデューサー 

黒石商工会議所 事務局長 古川 稚子  

黒石観光協会 副会長 松村 久美子  

黒石市連合 PTA 会長 増川 博基  

黒石商店街協同組合 理事長 寺山 正幸  

黒石市 

総務部長 中田 憲人  

商工観光部長 太田 淳也  

建設部長 小山内 和徳  

教育部長 駒井 俊也  

 

図表１－９ 事務局・受託者 

区分 氏名 所属 備考 

事務局 

津川 美奈子 黒石市観光課 課長  

大森 恵子 黒石市観光課 主幹  

唐牛 秀明 黒石市観光課 主任主事  

受託者 

大野 整 ㈱都市環境研究所取締役  

西村 卓也 ㈱都市環境研究所主任研究員  

下山 万理子 ㈱都市環境研究所主任研究員  

甲田 亮輔  ㈱都市環境研究所研究員  

高橋 潤 
㈱アルキメディア設計研究所 

副所長 
協力会社 

古川 正敏 （合）ゲンジアーキ 代表 協力会社 

澤﨑 綾香 Circle Design 協力会社 
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図表１－10 旧西谷家住宅部会名簿 

区分 氏名 所属 備考 

黒石市 

松元 雅博 財産管理室 主査 公的不動産管理 

田坂 里穂 文化スポーツ課 主任学芸員 伝統的建造物群保存地区 

大森 恵子 観光課 主幹 担当課 

まちそだて 村上 陽心 
NPO 法人横町十文字まちそだて会 

理事長 
 

 

図表１－11 エリアリノベーション部会名簿 

区分 氏名 所属 備考 

黒石市 

岡崎 祐樹 財産管理室 主査 公的不動産管理 

村上 仁哉 防災管理室 主事 空き家対策 

福島 慎一 都市建築課 課長補佐 景観計画・立地適正化計画等 

村上 伸江 商工課 課長補佐  空き店舗、商業振興等 

唐牛 秀明 観光課 主任主事 担当課 

まちそだて 木村 正幸 
NPO 法人横町十文字まちそだて会 

副理事長 
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２．本調査の内容 

２－１ 調査の流れ 

本調査は、旧西谷家住宅の利活用とエリアリノベーションの推進を並行して検討を

進めることから、市民や来訪者のニーズ、まちなかの現況と特性を踏まえ、これからの

エリアリノベーションの視点を整理した上で、旧西谷家住宅の利活用基本構想及びエ

リアリノベーションの推進に向けた実現方策の検討を進める。 

 

図表２－１ 調査のフロー 
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３．旧西谷家住宅の利活用等を契機とした今後のエリアリノベーションの視点 

 

３－１ まちなかの現況・課題と今後のまちそだての視点 

①人口 

【現況】 

令和８年２月末日時点の黒石市の人口は 29,790人であり、将来人口推計では令和 22

年に 22,273人と推計されている。 

 

【課題】 

人口減少に伴う行財政の縮小が懸念され、行政サービスの低下を招く可能性がある。

また、まちそだてを推進するため、定住人口や関係人口の確保が求められる。 

●関係人口（かんけいじんこう）とは 

・移住した「定住人口」でもなく、一時的な観光の「交流人口」でもない、地域や地域の人々と「継

続的」かつ「多様」にかかわる人々（市民、来訪者）のこと。 

 

【今後のまちそだての視点】 

⚫ 旧西谷家の利活用や地域イベント等を通じて、関係人口を増やし、エリアリノベー

ションの推進を図る 

⚫ 来訪者のリピートや滞在時間の増加により、持続可能なまちそだてを推進する 

 

図表３－１ 黒石市の将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第７次黒石市総合計画（令和７年３月策定） 
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②エリアリノベーションの進捗 

【現況】 

中町、前町、横町において、過去５年間に新たに空き店舗となったものは７件、空き

店舗等に出店したものは 10 件あり、徐々に出店が増えていることが分かる。横町は、

建物が取り壊され空き地となったものが３件あり、まちなみに変化が見られる。 

令和６年 10月に黒石市役所わのまちセンターがオープンし、商工会議所には出店に

関する問合わせが増えており、特に横町や前町での問合わせが増加している。 

過去５年間に、建築物の外観（こみせを含む）の修景支援を受けた建物は６件あり、

横町と前町に集中している。 

今後、行政により次の事業が予定されている。 

• 新庁舎の建設（令和９年度、広場等は令和 11年度完成予定） 

• 電線類地中化工事（中町北側及び前町区間、令和 12年完成予定） 

• 地域交流施設（旧囲碁センター）再整備（令和９年度完成予定） 

 

図表３－２ 空き店舗等の概況 

 こみせ通り商店街 

（中町） 

こみせ通り商店街 

（前町） 
横町向上会 

空き店舗になった件数 ０ ２ ５ 

新たに出店した件数 ２ ３ ５ 

空き地になった件数 ０ ０ ３ 

出典：黒石市資料 

 

【課題】 

空き家は、店舗兼住宅が多く、借りたい人と所有者との意見に剥離があり調整が難し

いこと、店舗や設備が古く、改修費用が多くかかることなどから、利活用が十分に進ん

でいない。また、回遊性向上やエリアの価値を高めるためにも、電線類地中化事業等と

連携し、町並み形成に着目する必要がある。 

 

【今後のまちそだての視点】 

⚫ 黒石のまちなかに対して、出店等を希望するニーズが高まっていることから、空き

家の「使ってほしい」所有者と「使いたい」人を増やし、マッチングにつなげる仕

組みの構築を進める 

⚫ 住みたい・出店したい意向を創出するためにも、良好な町並み形成や歴史的建造物

等の利活用を促進する 

⚫ 出店意向と行政による事業実施により、今後、横町や前町での重点的な取組が効

果的と考えられる 
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図表３－３ 空き家・空き店舗の概況等 
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③まちなかの機能 

【現況】 

宿泊施設が限られており、量的に不足していると考えられる。 

まちなかで暮らす、働きたい意向がある。 

５～10 月第３土曜日に開催している「夜市」などのイベントが開催され、夜のにぎ

わいや交流が生まれつつある。 

 

【課題】 

宿泊施設が少ないため、他エリアに流出し、観光消費や滞在時間の増大に寄与してい

ない。また、魅力的な住まいが限定的、または空き家等が利活用されていないことから、

定住化につながりにくい。 

 

【今後のまちそだての視点】 

⚫ 住む、働く、泊る、食べる、交流するなど、まちなかに必要な基本的な機能を取り

戻す 

⚫ 季節や時間帯を意識したコンテンツを増やすことで、エリアのリピートや滞在時

間を延ばす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表３－４ 夜市の様子 図表３－５ 過去に実施された社会実験の様子 
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④観光 

【現況】 

観光客の入込数は、コロナ禍を経て回復傾向である。また、地場産業（地酒、つゆや

きそば等）の認知度も徐々に高まりつつある。また、体験型の施設である IRODORIが、

継続的な人気を有しており、JR 東日本が運行する四季島の立ち寄り先の１つとして選

ばれており、エリアの価値が認められつつある。 

黒石ねぷたやよされ、こみせまつりなどの「ハレ」の集客は堅調であり、各種イベン

トは徐々に認知が高まりつつある。 

【課題】 

「ハレの日」以外の集客や交流の機会として、今後の観光ニーズの１つである「異日

常※」に応えるまちなかの機能が求められている。 

●異日常とは 

自分とは異なる誰かの日常や、別の地域・文化圏における「もう一つの日常」を指す概念 

 

【今後のまちそだての視点】 

⚫ 「異日常」をキーワードとして、来訪者への体験サービスや地域との交流を生み出

し、リピートや滞在時間の延長を目指す 

図表３－６ 黒石市の観光客の入込推移 

（出典：青森県観光入込客統計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３－７ 変わる観光の志向と 

ツーリズム領域の拡大 

（出典：ＪＴＢ総合研究所） 
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⑤公共事業の実施 

【現況】 

黒石市は、藩政期時代から民の力を活かす知恵を有しており、「こみせ」を守り生か

す「まちそだて」の取組へと発展してきた。 

公共施設の管理運営は、賃貸や指定管理者制度が数多く活用されているが、管理・運

営面が十分ではない面が見られる。 

 

【課題】 

公共事業は、担当課ごとに行われており、当該事業が地域課題の解決等に至っていな

い面がある。 

これからは、地域課題の解決と収益性の両立を図る、公民が連携した 「まちそだて」

に継続・発展させる必要がある。 

 

【今後のまちそだての視点】 

⚫ スモールコンセッションを活用し、民間の力を最大限に活用し、エリアリノベーショ

ンに繋げる 

⚫ 電線類地中化と沿道の町並み再生を同時に進めるなど、公共事業の最大化を図る 

 

図表３－８ 黒石市のまちそだてのあゆみ 
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⑥エリアの運営 

【現況】 

民間のまちそだて団体の活動が定着化しつつあり、都市再生推進法人化の動きが見

られる。 

 

【課題】 

人的資源に限度がある中、できるだけ効率的な地域運営を進める必要がある。 

 

【今後のまちそだての視点】 

⚫ 少ないマンパワーで効率よくエリアを運営する仕組みを導入する（例：まちやど） 

⚫ 公民が連携し、目的を共有するプラットフォームづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●「まちやど」とは 

• まちを一つの宿と見立て宿泊施設と地域の

日常をネットワークさせ、まちぐるみで宿

泊客をもてなすことで地域価値を向上して

いく事業です。 

• 街の中にすでにある資源や街の事業者をつ

なぎ合わせ、そこにある日常を最大のコン

テンツとすることで、利用者には世界に二

つとない地域固有の宿泊体験を提供し、街

の住人や事業者には新たな活躍の場や、事

業機会を提供することを目的とします。 

  出典：日本まちやど協会 
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⑦情報の共有と発信 

【現況】 

情報発信は、市ホームページや広報が中心であり、SNS を活用して、観光 PR 及び

商工振興に資する情報発信を行っている。また、空き家・空き店舗情報は、弘前広域空

き家バンクのみであり、空き店舗に関する情報はほぼ皆無である。なお、一部の民間団

体による SNS や口コミを中心とした情報発信・共有が進められている。 

 

【課題】 

若い世代やエリアに興味を持つ来訪者に対して、魅力が伝わる情報発信ができてい

ない。 

 

【今後のまちそだての視点】 

⚫ ターゲット層が共感を生むような情報の発信 
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３－２ 今後のエリアリノベーションの視点 

①今後のエリアリノベーションの視点 

まちの現況、課題、今後のまちそだての視点に基づき、旧西谷家住宅の利活用、エリ

アリノベーション、マネージメント及びこれらに共通する今後のエリアリノベーショ

ンの視点を整理し、第４章及び第５章の検討に活用する。 

 

図表３－９ 今後のエリアリノベーションの視点 

区分 項目 今後のエリアリノベーションの視点 

共通事項 

関係人口の増加 
• 関係人口を増やし、公共や民間事業が連携し、エリアの価値

向上を目指す 

もう一つの日常＝ 
異日常 

• 「異日常」をキーワードとし、体験や地域との交流を生み出
し、来訪者のリピートや滞在時間の延長を目指し、持続可能
なまちそだてを推進する 

旧西谷家住宅の 
利活用 

伝統的価値の保全 
• 伝統的な建築物としての価値を生かした、飲食、体験、宿泊、

通年型観光への寄与、多世代の交流などのニーズに応える 

• こみせ通りの顔づくりを進める 

エリアリノベーシ
ョンの推進 

• 松の湯交流館とつながり等を考慮する 

• 旧西谷家の利活用や地域イベント等を通じて、関係人口を増
やす 

民間活力の導入 
• スモールコンセッションを活用し、民間の力を最大限に活用

し、エリアのまちそだてに繋げる 

エリアリノ 
ベーション 

まちなかの機能 

• 住む、働く、泊る、食べる、交流する、子ども・子育てなど、
まちなかに必要な基本的機能を取り戻す 

• 新たな観光コンテンツ、歩いて巡る環境整備、地域活動の場
の創出等の日常・異日常に共通した取組を進める 

• 季節や時間帯を意識したコンテンツを増やすことで、エリア
のリピートや滞在時間を延ばす 

地域イベント 
• 回遊型のイベントを通じて関係人口を増やす、滞在時間を延

ばすなど、継続的・発展的に取り組んでいく 

空き家等の利活用 
• 空き家の「使ってほしい」所有者と「使いたい」人を増やし、

マッチングにつなげる仕組みの構築を進める 

町並みの形成 
• 住みたい・出店したい意向を創出するためにも、良好な町並

み形成や歴史的建造物等の利活用を促進する 

重点地区 • 今後、横町や前町での重点的な取組が効果的と考えられる 

マネージメント 

エリアの運営 
• 少ないマンパワーで効率よくエリアを運営する仕組みを導入

する 

• 公民が連携し、目的を共有するプラットフォームづくり 

情報の発信・共有 • ターゲット層が共感を生むような情報の発信 
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②旧西谷家住宅とエリアリノベーションの関係 

前項の視点に基づき、旧西谷家住宅の利活用により、エリアや地域社会に与える効果

（エリアリノベーションの関係）を整理する。 

 

 

図表３－10 旧西谷家住宅の利活用がエリアや地域社会に与える効果 
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４．旧西谷家住宅の利活用に関する基礎的調査 

４－１ 建築物の実態把握 

①旧西谷家住宅の概況 

旧西谷家住宅は、黒石市中心市街地内にあり、向かい合う松の湯交流館とともにこみ

せ通りのランドマークのひとつとして重要な建物となっている。 

黒石市中町重要伝統的建造物群保存地区（以下「当伝建地区」という）における伝統

的建造物の一つであり、切妻造り・妻入の木造２階建ての外観は、前面のこみせも含め

てほぼ完全な形で伝統的形式をとどめている。こみせ通り側の庭園は当伝建地区の環

境物件、北側の塀は当伝建地区のその他の工作物として位置付けられている。 

 

 

 

  

 

図表４－３ 旧西谷家住宅の概要 

所在地 青森県黒石市中町 34,35 

アクセス ・黒石市役所より約 400m（徒歩５分） 

・弘南鉄道黒石駅より約 750m（徒歩 10 分） 

地域地区等 商業地域（容積率 400%、建ぺい率 80%）、準防火地域、伝統的建造物群保存地区 

床面積 主屋：１,2 階合計約 420 ㎡ 

土蔵（大）：１,2 階合計約 120 ㎡ 

土蔵（小）：１,2 階合計約 70 ㎡ 

移築年 大正２年（1913 年） 

 

  

図表４－１ 

旧西谷家住宅の外観（こみせ通り側（東面）） 
図表４－２ 

旧西谷家住宅の外観（松の湯交流館側（北面）） 
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②伝統的建造物（主屋、土蔵）の使用履歴の確認 

本調査と並行して、八戸工業大学（黒坂研究室）による旧⻄⾕家住宅調査を実施して

おり、履歴等の年表を次表のとおり整理している。 

 

図表４－４ ⻄⾕家住宅の年表 

年代 出来事 

 

明治 15 年（1882） 

大正 2 年（1913） 

大正 6 年（1917） 

昭和 4 年（1929） 

昭和 40 年代 

昭和 59 年（1984） 

～ 

平成 14 年（2002） 

平成 17 年（2005） 

令和 4 年（2022） 

令和 6 年（2024） 

もともと西谷家は呉服店や質屋を営む 

前蔵建築（墨書） 

主屋移築（伝承：弘前郊外の造り酒屋の家） 

中蔵建築（墨書：棟梁_池内永太郎） 

前蔵棚造付け（墨書：大工_池内善之助） 

呉服店をやめる（伝承） 

〔『黒石の町並』刊行〕特記なし 

奥蔵の解体、井戸長屋の改築（報告書の差分から） 

〔『黒石「こみせ」の町並み』刊行〕こみせ美術館として掲載 

〔重要伝統的建造物群保存地区選定〕 

西谷セツ氏亡 

市が取得 

 

 

また、旧西谷家住宅の前所有者にヒアリングを行い、過去の資料履歴を把握した。聞

き取った情報の概要を次ページに整理する。 
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図表４－５ 

旧西谷家住宅前所有者ヒアリング結果概要 
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当伝建地区における各伝統的建造物の特徴は、『黒石「こみせ」の町並み』（平成 14

年、ナショナルトラスト）において、調査・整理されている。また、本事業の調査によ

る建築物の実態把握の結果を踏まえると、建築物としての現状と特徴は次のとおりと

なる。 

 

・１階は、こみせ通り側が旧店舗となり、市が取得する直前のこみせ美術館として利

用されていた時期には、古いこけしやねぷた絵、民具などのほか、代々使われてき

た年代物の食器や調度品など展示や各種土産物の販売のための空間であった。こ

みせ通り側の板塀が上下に開く木製シャッターのような構造になっており、こみ

せと合わせて大きな外観的特徴となっている。 

・前面のこみせについては、道路面と高低差が生じている。地面との接合部もコンク

リート仕上げに変更されている。 

・北側には２間幅の通り土間があり、旧店舗の裏側に居室が２列続いていた。玄関の

近くには来訪者を覗く小窓なども見られ、当時の生活をうかがい知ることができ

る。 

・こみせ通り側の庭園は店舗・主屋、土蔵に囲まれた坪庭となっている。敷地の北側

は板塀と一体となるように増築部があり、土蔵部分と共に囲うように裏庭がある。 

 

図表４－６ 旧西谷家住宅１階平面図 
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・奥には２棟の２階建て土蔵が配置されて、それぞれ明治 15 年・大正６年に建設さ

れたことを示す墨書きが発見されている。現状では、２棟の土蔵を囲うように大屋

根が掛かり、蔵前と合わせて一体の建築となっている。 

・主屋２階は、格子窓が特徴的であり、居室も表側・居間上・裏側の３か所に分かれ

て設置されている。 

 

以上を踏まえ、旧西谷家住宅は、伝統的建造物として歴史の趣きを感じさせる外観と、

当伝建地区の中央に位置することからも、人々の目に留まるシンボル性と開放的なた

たずまいを持つ建物であるとともに、旧店舗・土間・各和室・蔵といったそれぞれの独

立性を確保しやすい構成となっている。空間を細かく分割する用途としての利用や、複

数の異なる用途での共用がしやすく、多様な利活用が期待できる点が大きな特徴と言

える。 

 

図表４－７ 旧西谷家住宅２階平面図 
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図表４－８ 各室の様子（１階） 

 

 

図表４－９ 各室の様子（２階） 
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③建築基本図の作図 

旧西谷家住宅の現地実測を行い、建築基本図を作成した。 

次ページに平面図を掲載し、立面・断面を含めた図面一式は別添資料に掲載する。 
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図表４－10 旧西谷家住宅１階平面図 
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図表４－11 旧西谷家住宅２階平面図 
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④今後の耐震補強・安全性の方針と利活用検討における留意事項 

旧西谷家住宅は、移築から 100 年以上が経過していることに加え当伝建地区の伝統

的建造物に位置付けられていること、更には公民連携での利活用が期待されているこ

とから、利活用検討における留意事項を次のとおり整理する。 

 

１）黒石市中町重要伝統的建造物群保存地区の位置付け 

伝統的建造物及び環境物件は主としてその外観を維持するため、次表に示す「修理

基準」に基づく修理を進めることとされ、復原修理の場合は歴史資料、詳細実測など

による復原考察に基づく復原、あるいは類例調査から類推される範囲の復原とする

ことが原則となり、その際は構造耐力上主要な部分を補強し、耐震性能の向上を図る

よう努めることとなっている。また、これに該当しないものは、「修景基準」もしく

は「許可基準」の適用となる。 

そのため、伝統的建造物（北側の塀を含む）及び環境物件である庭園は「修理基準」

に基づく必要がある。 

 

図表４－12 伝統的建造物群保存地区における許可基準・修景基準・修理基準 
  

許可基準：歴史的風致と

調和した外観を形成する

ための基準 

修景基準：歴史的風致に積極的に資する

外観を形成するための基準 

修理基準：伝統的形

態である外観を維持

するための基準 

建

築

物

表

構

え 

位置 町並みとしての一体性

と連続性を損なわない

ものとする。 

道路に面した棟は、町並みの連続性を保

つために、隣家との間が離れすぎないよ

うに配慮する。ただし、敷地の形態、規

模、道路の位置等により困難な場合は、

外壁と同様の意匠を持つ塀を設置する

など、連続性を保つ修景措置を施す。 

道路側壁面の位置は、周囲の伝統的建造

物の壁面に合わせる。 

（伝統的建造物に適

用）主としてその外

観を維持するため

の、現状維持、補強工

事又は復原修理とす

る。 

（環境物件に適用） 

歴史的風致を維持す

るための、現状維持、

管理、復旧とする。 
高さ 原則として２階建て（最

高の高さは 9.3ｍ）以下

とする。 

原則として２階建て（最高の高さは 9.3

ｍ）以下とする。 

構造 歴史的風致と調和した

ものとする。 

妻入り又は平入りで、木造在来工法を踏

襲したものとする。 

屋根 歴史的風致と調和した

ものとする。 

切妻又は入母屋造りとする。伝統的建造

物と調和する色調の鉄板葺きとし、屋根

勾配は 3.0/10～4.5/10で、周囲の伝統的

建造物と調和するように配慮する。 

軒 歴史的風致と調和した

ものとする。 

破風板又は鼻隠板を付け、軒天井は垂木

及び野地板を表しにする。木部に古色塗

等を施し周囲の伝統的建造物と調和さ

せる。 

壁 歴史的風致と調和した

ものとする。 

真壁又は真壁風とし、土壁、漆喰壁又は

板張り(古色塗等)で仕上げる。 
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許可基準：歴史的風致と

調和した外観を形成する

ための基準 

修景基準：歴史的風致に積極的に資する

外観を形成するための基準 

修理基準：伝統的形

態である外観を維持

するための基準 

建具 歴史的風致と調和した

ものとする。 

望見できる部分は、木製板戸、木製ガラ

ス戸、木製格子戸等を使用し、２階開口

部にはさらに木製戸袋、木製枠付格子を

設けることを基本とする。 

車庫 歴史的風致と調和した

ものとする。 

入口には、周囲の伝統的建造物と調和す

る色調の木製建具等を使用する。 

基礎 歴史的風致と調和した

ものとする。 

コンクリート布基礎表面目地付き(石積

風)等、歴史的風致の特性に調和させる。 

看板 歴史的風致と調和した

ものとする。 

建築物本体の外観と調和した規模、構

造、材料、色彩とし、自家用広告以外は

設置しない。 

外部

設備 

歴史的風致と調和した

ものとする。 

冷房用屋外機、電気の引き込み等は、道

路などから望見できないように配慮す

る。 

こ

み

せ

部

分 

位置 町並みとしての一体性

と連続性を損なわない

ものとする。 

隣家のこみせとの連続性を保つように

設置する。 

原則として、現状維

持又は復原修理とす

る。 

高さ 歴史的風致と調和した

ものとする。 

周囲の伝統的建造物に準ずるものとす

る。 

構造

規模 

歴史的風致と調和した

ものとする。 

基本的に木造で、こみせ幅内法は 160cm

前後、道路側の木柱(古色塗等を施す)の

寸法は 12cm 角前後、柱間は 180cm 前後

とする。いずれも、周囲の伝統的建造物

と連続するように配慮する。 

屋根 歴史的風致と調和した

ものとする。 

伝統的建造物と調和する色調の鉄板葺

きとし、屋根勾配は周囲のこみせと連続

するように配慮する。 

軒 歴史的風致と調和した

ものとする。 

鼻隠板を付け、軒天井は垂木･野地板を

表しにする。木部に古色塗等を施し周囲

のこみせと調和させる。軒の出は 45cm前

後が望ましい。 

建具 歴史的風致と調和した

ものとする。 

伝統的な様式に近づけるために、冬季に

は蔀戸を入れることを基本とする。 

基礎 歴史的風致と調和した

ものとする。 

原則として、切石又は礎石上に古色塗等

を施した土台を敷く。 

床 歴史的風致と調和した

ものとする。 

伝統的な工法として、粘土たたき、中央

歩行部分は石敷きが望ましいが、コンク

リートたたきでもよい。 

塀 高さ 歴史的風致と調和した

ものとする。 

周囲の伝統的建造物に調和したものと

する。 

原則として、現状維持

又は復原修理とする。 

形態 歴史的風致と調和した

ものとする。 

板張りの塀とし、基礎、色調等は建築物

本体と調和させる。 
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また、八戸工業大学（黒坂研究室）の旧西谷家住宅調査において、仮の⽅針として

「１．⼤正２年主屋移築時〜中蔵建設頃」（当初材）の姿を最⼤限に保存するとして

設定し、この時期の構造部材や仕上げが残る部分を「保存部分」、構造部材が残るが

仕上げが残らない部分（復原が可能な部分）を「保全部分」、構造部材や仕上げが残

らない部分（整備や撤去が必要な部分）を「その他部分」として保存部分を区分して

いる。保存部位の設定のための基礎資料として、部屋毎に当初材を保存部位、旧態を

留めている部位（畳のように更新があらかじめ想定され、現状は新しい部材）を保全

部位、改造などにより旧態を留めていない部位をその他部位として整理した結果が

次図である。今後の利活用はこの区分をもとに検討する必要がある。 

 

図表４－13 旧西谷家住宅の保存部分の設定 
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２）耐震性・耐火性不足への対応の必要性 

旧西谷家住宅は、現在の耐震基準の施行前の建築物であり、震度６強の地震に対し

て倒壊、または崩壊する可能性がある。 

当伝建地区の特定物件は、耐火・耐震等防火性能を低下させないよう、建物の老朽

化等（基礎石の割れ・沈下、注脚部の腐食、柱・梁などの継手、床面の補強不足など）、

屋内配線や火源周辺、配線や電源周辺など、漏電による感電や火災のおそれのある部

分等における防火に関する安全性の確保が求められる。更に、大規模な伝統的建造物

が準防火地域における緩和を受ける際の条件が定められており、今後の耐震改修検

討にあたって考慮するとともに、必要に応じて関係機関への協議を実施することと

する。 

 

図表４－14 準防火地域内の建築物の緩和の条件（出典：黒石市中町伝統的建造物群保存地区防災計画） 

 

 

３）冬期の対応の必要性 

市民・来訪者の活動・交流を促す利活用を実現する上で、観光客が落ち込む冬期の

厳しい寒さへの対応が求められる。 

また、多雪区域に該当する黒石市は、建築基準法施行令第 86 条第３項の規定によ

り、140 ㎝以上の垂直積雪量に対する建物としての安全性を確保するとともに、積雪

時の除排雪等への配慮も必要となる。 
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図表４－15 積雪時の旧西谷家住宅の様子 

  

 

４）スモールコンセッションの推進 

黒石市の中心市街地では、公共施設の再整備を契機としたエリアリノベーション

プランの推進に取り組んでいる。 

当該エリア内にある旧西谷家住宅は、切妻造でこみせを有する形は高橋家住宅（国

重要文化財）などとともに伝統的建造物による町並みを構成する主要な建物となっ

ており、黒石市が取得した経緯を踏まえ、公共が所有する小規模な施設を民間事業者

の創意工夫を最大限に生かした官民連携事業で利活用し、地域課題の解決やエリア

価値の向上につなげる「スモールコンセッション」の展開によって、エリアリノベー

ションの推進に資することが重要となる。 

 

図表４－16 スモールコンセッションの考え方 

 

出典：国土交通省 HP「スモールコンセッションとは」  
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４－２ 旧西谷家住宅の利活用ニーズの把握 

①旧西谷家住宅周辺への来訪者の意向把握 

１）実施概要 

市民・来訪者の利活用ニーズを把握するため、シール投票形式でのアンケート調査

を実施した。イベント開催時のまちなかへの来訪者や、それに合わせた旧西谷家住宅

の開放時の利用者を対象にするとともに、同様の回答ボードを公共施設等に一定期

間設置し、意見を収集した。 

 

図表４－17 アンケート調査実施概要 

期間・場所 ●地域イベントにあわせた実施 

・9 月 14 日（日）・15 日（月祝）：こみせまつり 

●公共施設等におけるボードの設置 

・9 月 10 日（水）～10 月 26 日（日）：黒石市役所わのまちセンター、松の湯

交流館、市立図書館、津軽こみせ駅、Circle こみせ 

回答数 ●一人最大３票まででの投票 

・シール総数 957（市内 468,市外 489） 

 

図表４－18 調査の様子 
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図表４－19 アンケート調査ボード 

 



39 

 

 

２）集計結果 

・「ゆっくりできる喫茶店・カフェ」を始め、カフェ・地域食材等の飲食系の需要

が高いが、「美術品の展示」や「伝統的な暮らしの体験」等の体験系、「個人・少

数向けの宿泊施設」などの宿泊系も上～中位に入っており、多様なニーズや複合

的な利活用が期待されていると考えられる。 

 

図表４－20 アンケート集計結果 

 

 

 

②利活用ワークショップの実施 

１）実施概要 

ワークショップは、市民による旧西谷家住宅の利活用に向けたニーズやアイデア

を引き出すことを目的とし、団体・市民・若い世代等で対話を促すことでまちへの波

及効果につながる利活用に向けた相互の深掘りの場とする。 

主なねらいとして、旧西谷家住宅の利活用構想のコンテンツとなる意見を集める

とともに、エリアリノベーションの推進に向けた取組方針検討につながる意見を抽

出する。議論を通して、エリアリノベーションの推進への意識を育むことで、旧西谷

家住宅の利活用を契機としつつも、公民でまちづくりを進めるための想いや連携の

あり方等を共有しあうことで、関係者の取組への関心、協力意識の醸成を期待する。 
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図表４－21 ワークショップ実施概要 

 第１回 第２回 

日時 令和７年 10 月 13 日（月祝） 

14:00～16:30 

令和８年１月 25 日（日） 

14:00～16:30 

会場 わのまちセンターイベントホール わのまちセンターイベントホール 

参加者数 16 名 13 名（第１回の参加者に呼びかけ） 

テーマ 旧西谷家住宅の利活用のアイデアを

考えよう！ 

旧西谷家住宅とまちなかのまちそだ

ての関係を深めよう！ 

内容 ・旧西谷家住宅見学会 （開始前 希

望者のみ） 

・旧西谷家住宅利活用事業の概要に

ついての説明 

・ペアワーク：利活用のキーワード、

想定される利用者や生まれる活動 

・グループワーク：利活用イメージの

検討 

・旧西谷家利活用事業及びエリアリ

ノベーションに関する進捗報告 

・グループワーク 1：旧西谷家住宅の

方向性についての確認 

・グループワーク 2：まちなかでの取

組アイデア 

・個人ワーク：5 年後、10 年後の黒

石への想い 

ワーク 

ショップ 

等の様子 

旧西谷家住宅見学会 

 

グループワークの様子 

 

全体集合写真 

 

A 班集合写真 

 

B 班集合写真 

 

C 班集合写真 
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２）実施結果 

第１回ワークショップ結果のまとめは次のとおりである。 
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第２回ワークショップ結果のまとめは次のとおりである。 
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44 

 

４－３ 旧西谷家住宅の利活用に関する事業者サウンディングの実施 

①サウンディングの実施概要 

１）目的 

公民連携によって旧西谷家住宅と周囲のまちなかの資源が相乗効果を生み出しな

がらエリアリノベーションを推進し、中長期的なエリアの価値向上に資する利活用

の実現に向けて民間事業者のアイデア（利活用の方法、事業手法など）を広く聞くた

め、サウンディング型市場調査を実施した。 

 

２）対象案件 

事業者サウンディングの対象案件は、次のとおりである。 

図表４－22 事業者サウンディングの対象案件 

名称・所在地 旧西谷家住宅（青森県黒石市中町 34,35） 

アクセス 黒石市役所より約 400m（徒歩５分）、弘南鉄道黒石駅より約 750m（徒歩 10 分） 

地域地区等 商業地域（容積率 400%、建ぺい率 80%）、準防火地域、伝統的建造物群保存地区 

床面積 主屋…１,2 階合計：約 420 ㎡ 

土蔵（大）…１,2 階合計：約 120 ㎡ 

土蔵（小）…１,2 階合計：約 70 ㎡ 

移築年 大正２年（1913 年） 

 

３）実施経過 

事業者サウンディングの実施経過は、次のとおりである。 

図表４－23 事業者サウンディングの実施経過 

令和７年 11月 17 日（月） 実施公表 

11 月 28 日（金） 見学会申込み・質問締切日 

12 月 3 日（水） 現地見学会 

12 月 10 日（水） サウンディング参加申込み締切日 

12 月 16 日（火）・17 日（水） 対面サウンディング 

令和８年 １月 28 日（水） 実施結果公表 

 

４）参加事業者 

事業者サウンディングの参加事業者数は、次のとおりである。 

・現地見学会参加者：６名 

・サウンディング参加者：４者 
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５）サウンディングの内容 

事業者サウンディングにおける提案内容は次のとおりである。 

・事業の内容や収益性について 

・事業の実現方法や事業手法について 

・公募や事業推進に向けた条件などについて 

・エリアリノベーションの推進や公益性について 

・その他 
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②サウンディングの実施結果 

１）事業の内容や収益性について 

【まちなかの市場的価値や想定される利用者像】 

・空港や新幹線駅からのアクセス面の利便性は決して高くないが、静けさや歴史的

なまち並みへの関心が高い少人数旅行者、中高年層、若い世代の富裕層等の来訪

ニーズが期待できる。 

・まちなかの伝統的建造物、酒蔵、商家等を歩いて回れるコンパクトなまちであり、

回遊性を高めることで、よりまちなかを楽しむことができる。 

・黒石駅を玄関口とし、まちなかの施設を回遊でき、季節の変化を楽しめるように

することで、まち全体を巡る来訪者をより増やすことができる。 

・旧西谷家住宅に地域のサードプレイスとしての機能を持たせることで、来訪者や

地元住民が交わる体験・交流が生まれる場所となることが期待できる。屋内は、

過剰な演出をするのではなく、現状の空間を活かして非日常の没入感や昔ながら

の生活感を感じられる場づくりができる。 

【想定される利活用の内容、提供できるサービスの水準】 

・１階こみせ通り側の旧店舗部分は、地元住民と来訪者が利用できるラウンジ・休

憩機能、カフェ・軽飲食機能としての利用が想定される。また、こみせ空間や通

りに面するウィンドウから屋外に向けて回遊を促す演出空間、フラッグや装飾の

設置等の利用も期待できる。 

・１階土間・和室は、休憩・飲食、文化交流体験、ギャラリー、貸しスペース、ポ

ップアップ出店、地域交流等のための空間としての利用が想定される。 

・２階和室（こみせ通り側）は、宿泊部屋や、ねぷたやこみせまつり等のイベント

時の展覧・地域開放スペースとして、空間や眺めを活かす上で期待が持てる場所

である。特に宿泊施設は、運営事業者にとっての投資回収が期待できる用途であ

り、高単価な価格設定による貸し切り、１組限定での利用、または各和室を利用

した複数団体の受入れ等も想定される。 

・土蔵も宿泊施設や飲食店舗、体験プログラムの提供、ポップアップ出店等が想定

できるが、２階を利用する場合は階段の改修、安全対策等を検討する必要がある。 

・こみせ通り側の庭園も可能であれば開放し、眺めたり、散策できる場として利用

できると良い。また、宿泊客を対象としたサービス空間としての利用も想定され

る。 
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２）事業の実現方法や事業手法について 

【実施体制・公民の役割分担】 

・黒石市・運営主体・地域団体等の連携での事業推進が望まれる。また、運営主体

については、複数の事業者の専門性を活かした連携、SPC の組成も考えられる。 

・黒石市には、耐震設計や基礎的なインフラの整備、大規模な修繕等の主体として

の役割が想定される。また、周辺施設との連携を図る場合は、必要な協議・調整、

サイン等の設置許可等での支援も求められる。 

・運営主体は、内装や装飾等の整備を行うことが想定される。また、日常の施設管

理・運営は地域団体と連携することも考えられ、その場合の運営主体の役割とし

て、基本的な運営スキームの構築、地元の担い手の発掘・連携、地域主体での取

組の伴走支援等が想定される。 

【想定される事業手法】 

・賃貸借、指定管理者制度、PFI 事業（コンセッション方式）の適用は、事業内容

や条件、行政側の考えによって望ましい手法が異なる。ただし、投資回収のため

の長期的な事業期間の設定、貸しスペースの柔軟な運営等の観点を踏まえると、

PFI 事業（コンセッション方式）の優位性が比較的高い。 

 

【実現性や事業継続性の確保における課題と解決策】 

・民間事業者による初期投資に関しては、国や公的団体による補助金・助成等の活

用も考えられる。また、補助的な資金調達の方法として、メンバーシップ制等に

よる対応も考えられる。 

・閑散期の対応として、収益事業の稼働率が低くても事業が成立する単価設定やコ

ンテンツの提供、雪国の特性を活かした集客・情報発信、イベントの開催や予約

制・会員制による限定性のあるサービス提供等の取組が考えられる。 

・事業継続性を確保するため、地元の子育て層・シニア層・学生等が運営にかかわ

れる仕組みづくり、目標指標の設定による定期的な運営状況の確認・改善等の工

夫が考えられる。 

・事業者の初期投資における負担を軽減するため、段階的に供用を開始する方法も

あり得る。その場合、主屋（旧店舗・土間・1,2 階和室）での事業開始の優先性

が高く、土蔵部は運営状況を見ながら第二期で整備することも考えられる。第一

期の供用開始後でも、運営上の動線と工事動線が分けられるならば、段階整備も

可能である。 
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３）公募や事業推進に向けた条件などについて 

【事業者選定の方法や公募条件】 

・施設単体の運営ではなく、地域やエリアリノベーションの取組との連携意識があ

り、まちなか再生への貢献が期待できる民間事業者の参画を重視することが望ま

しい。 

・利活用における用途やコンセプトは、民間事業者が自由度をもって提案できるよ

うにしてほしい。また、利活用のコンセプト、体制、公益性に対する評価を重視

し、JV／協力企業との連携も可能な募集条件を要望する。 

・公募時に想定される事業手法を明示してほしい。また、早い段階で、耐震改修の

方向性、設備更新範囲、要求水準、公民の費用負担等の分担を把握したい。 

・事業者選定後に、耐震改修等の設計・工事との調整が可能な期間を設けてほしい。

また、民間事業者側の整備については段階整備の余地がある条件としてほしい。 

・事業期間は、投資回収の観点から５～10 年以上は確保したい。 

・事業者選定公募の提案検討期間は、３か月程度あると良い。 

【旧西谷家住宅の耐震改修等への要望】 

・安全確保を最優先とし、適切な調査・耐震補強の検討を要望する。その上で可能

な範囲で現在の間取りが変わらない補強方法を検討してもらいたい。 

・利用者の快適性を確保するため、断熱対策や補助的な暖房等の対策が取れると良

い。 

・行政側の整備を行うにあたっての演出や装飾等の設置をしやすくするための配

慮・調整、電源の確保等を要望する。 

・近年の大雪も踏まえ、安全な雪対策を検討してほしい。 

 

４）エリアリノベーションの推進や公益性について 

【エリアリノベーションの取組に連携・貢献】 

・まちなかへの滞在時間を伸ばすため、地域の事業者・店舗・住民等と連携したま

ちなかの魅力づくりやイベント実施、まちなかの店舗や魅力の発信、施設間のつ

ながり創出や動線づくりの推進、市民参加のための企画・運営にも連携が可能で

ある。 

・旧西谷家住宅とこみせ通り等の一体感のある演出も提案できる。 

・回遊促進やまちなかの再生に向けた人材の発掘・育成、主体性の醸成、地元のプ

レイヤーと住民・来訪者の交流が生まれる仕掛けづくりを推進できると良い。 
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５）その他 

・旧西谷家住宅の利活用にあたっては、周囲の観光資源との連携した運営、公共施

設や周囲の空き家・空き店舗も含めた演出による回遊促進等も検討できると良い。 

・まちなかの他の空き家・空き店舗についても、回遊性やエリアの価値の向上につ

ながるものであれば、利活用への関心がある。 

・行政や地域と連携して空き家・空き店舗の利活用促進に向けた仕組みづくり等を

推進し、新たな出店希望者を多く受け入れることができる環境が整うと良い。 

・利活用が望まれる空き家・空き店舗を活かすためには、「ここでしか買えないも

の」「ここでしかできない体験」等を提供し、住民や来訪者が目的をもって訪れ

られる場づくりができると良い。 
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４－４ 旧西谷家住宅の改修の方向性の検討 

今後の耐震補強・安全性の方針と利活用検討における留意事項等を踏まえ、利活用が

期待される事項とともに、耐震補強及び安全性を考慮した旧西谷家住宅の改修の方向

性の検討条件を整理する。 

なお、具体の耐震改修の方向性の図面は別添資料に掲載する。 

 

利活用が期待される事項 

・こみせ通り側の旧店舗部分は、こみせとの一体感を活かしつつ、市民が日常的に顔

を出し、来訪者も気軽に立ち寄れる空間として利活用する。 

・１階和室部分は、歴史や地域の活動等に触れ、体験や交流が生まれる空間とし、利

活用プランに応じて、部屋ごとに分割した利用（パターン１）と、耐震補強を念頭

に置きつつもなるべく広く一体の空間としての利用（パターン２）の２パターンを

想定する。 

・２階和室部分は、眺めの良さや独立性のある空間の特徴を活かした特別な時間の過

ごし方ができる空間として利活用する。 

・土蔵部分は、特に独立性を確保しやすい空間の特徴を活かし、まちなかでの滞在時

間の延長や、落ち着きの中での新たなの体験・活動が生まれる空間として利活用す

る。また、耐震改修の事業性や施設運営の円滑性等を考慮し、今後の改修設計にお

いては、必要に応じて主屋と分けて施工することも検討する。 

・庭園部も、和風庭園としてのたたずまいを活かし、利用者がくつろいだり、滞在で

きたりする空間として利活用する。 

 

改修の方向性の検討条件 

・Iw=保有する耐力 Qu／必要耐力 Qr が 1.0 以上確保する。 

・積雪荷重は、建築基準法施行令第 86 条第３項の規定どおり、垂直積雪量を 140cm

に設定する。 

・防火については黒石市中町伝統的建造物群保存地区防災計画等にのっとることを

念頭に置き、具体的な対応方策は今後の改修設計において反映する。 

・断熱対策や電気設備等についても、利活用に支障がない水準の環境を確保すること

を念頭おいたものとし、具体的な対応方策は今後の改修設計において反映する。 
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利活用の例：パターン１ 

 

 

利活用の例：パターン２ 
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５．エリアリノベーション実施の検討 

５－１ 空き家・空き店舗の利活用に向けた視点 

①近年の空き家・空き店舗の利活用の動向 

 

１）近年の空き家・空き店舗の利活用概要 

本対象地域では、この数年間に次のような空き家・空き店舗の利活用や新規出店が

進んでいる（令和元年度から令和６年度の新規出店の合計は 31件）。 

 

図表５－１ 主な空き家・空き店舗の利活用や新規出店 

タイプ 備考 

店舗専用型 【IRODORI】 

中町の理衛門小路にある空き店舗を利用し、黒

石ねぷた祭りで使用したねぷたの絵を再利用し

て灯篭を作ることができる体験工房として活用

している。 

施設型 【横町交流館】 

市所有の施設であり、賃貸スペースの募集によ

り、市内在住者より２店舗の出店があった  

店舗併用住

宅型 

【ホテル逢春】 

横町にある宿泊施設。大規模な店舗併用住宅を

取り壊し、施設整備が進められた。 

店舗併用住

宅型 

【Circle こみせ】 

横町にあるシェアスペース。大規模な店舗併用

住宅をリノベーションして利活用を進めてい

る。 

事務所等併

用住宅型 

【旧星野内科医院の利活用】 

市ノ町にある旧星野内科医院にて、空き家ハン

ト（建築士が内覧立ち会い・相談を実施）等を

行い、利活用を進めている。 

店舗専用型 【ガレージパラダイス】 

Circle こみせ出店者が、向かいにあった空き店

舗を活用し、女性・こども向け古着の販売店舗

として活用している。 
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２）近年の出店者の意向 

黒石商工会議所、Circle こみせ等には、黒石市内で出店したい意向を持つ方から

の相談があり、まちなかでの出店を希望する方が多い。 

相談者は 20～30代の若い世代が多く、商工会議所は市内、Circleこみせは市外の

方の相談がそれぞれ多い。 

黒石市役所わのまちセンターのオープンや黒石のまちの盛り上がりを感じて、相

談に来るケースも多く、エリアとしての魅力が出店希望につながる重要なポイント

であることが伺える。 

紹介できる物件の少なさも挙げられたが、相談から出店へつながった理由として、

家賃の安さ、複数店舗が集まることでコミュニティに属する安心感があること、改装

の自由度が高いこと、いつでも建築士に相談できる環境等が挙げられている。 

 

  図表５－２ 近年の出店者意向 

相談先 出店希望者の概要 

黒石商工会議

所 

・相談数年間５～６件であり、匿名や知り合いの事業者を通じての相談もあ

る。出店希望場所の約半数が中心市街地。 

・業種は、飲食３割（定食系、ラーメン等）、サービス３割（ネイル、エステ

等）、小売３割（パン、動物、お菓子、化粧品等）。特に 30 代ぐらいの相談

が多く、約８割は市内の方。 

・相談を受け、必要な広さや業種、予算を確認して、居抜き物件などの候補

を探すが、紹介できる空き家等のストックが無く、紹介・出店に結びつか

ないことが多い。 

・空き家等の利用、チャレンジショップの出店希望相談が増加傾向にあると

感じているが、商工会議所として支援できることが限られている。 

・大家、オーナーの意向が分からない物件がほとんどであり、商工会議所で

直接交渉に行くことも難しい。 

・商工会議所としてかかわりがある不動産事業者は 10 社程度だが、具体的な

斡旋や連携などはない。 

・黒石市役所わのまちセンターがオープンした令和６～７年の創業相談で

は、周辺の横町、前町に出店したいという問い合わせが多かった。面での

支援が必要だと感じる。 

Circle こみせ ・2025 年の相談数（既に独立した店舗含む）は 10 件。 

・業種は、飲食５割（カフェ、パン屋、惣菜製造所、焙煎所、カレー屋）、サ

ービス３割（整体、カウンセリング、フォトスタジオ）小売２割（キャンド

ルアトリエ、画家）。年代は 20〜30 代が多い（20 代４割、30 代４割、40

代１割、50 代１割）。２割が市内、８割が市外（弘前、平川、青森）。 

・建築士と空き家をめぐるイベント「空き家ハント」時の相談数が多いが、

その他はインスタグラムの DM から連絡があり、個別に案内する。 

・これまでの相談者全員がインスタグラム等の SNS で Circle こみせの活動
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を知っている人、またはシェアスペース Circle こみせに出店経験のある人。 

・実際に出店につながった理由としては、家賃の安さ、複数店舗が集まるこ

とでコミュニティに属する安心感があること、改装の自由度が高いこと、

いつでも建築士に相談できる環境等。 

・黒石市外からの出店希望者は家賃の安さを一番のメリットとして感じてい

る様子。既に弘前市のまちなかエリアで物件を探したが希望に合うものが

なかった人が、次の候補として黒石に流れてくる。 

・ストゼン＋に入居しているテナントに入れ替わりが無いこと、「黒石のまち

が盛り上がっているように感じて興味がある」と言って話を聞きにくる人

も多い。 

・不動産屋を通さず直接オーナーと Circle が交渉することで、オーナー・入

居者・地域それぞれが三方良しの状態を生み出すことを目指しており、今

後も活動に共感してくれるオーナーが増えることで具体的に紹介できる物

件を増やしていきたい。 
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②空き家・空き店舗の利活用に係る既存支援 

市では、空き家・空き店舗の利活用に関して、空き家・空き地バンクに登録された

物件の活用や中心商店街の空き家・空き店舗に新規に出店する小売業者等への補助

金等を運用している。 

 

１）黒石市空き家利活用事業補助金／企画課 

 

２）黒石市中心商店街空き店舗等対策事業補助金／商工課 
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３）黒石市起業移住支援補助金／商工課 
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図表５－７ 直近５か年の空き家・空き店舗の動向 
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③今後の空き家・空き店舗の利活用に向けた視点 

今後の空き家・空き店舗の利活用に向けた視点を次のとおり整理する。 

 

１）利活用可能性のある空き家・空き店舗の抽出 

・まちなかでの出店希望や相談は一定数ある一方で、紹介できる物件が無いことが課

題となっている。そのため、まちなか（中町・前町・横町を中心とするエリア）の

空き家・空き店舗の基礎的な情報を整理し、建物の老朽度等を踏まえて利活用の可

能性がある空き家・空き店舗を抽出する。 

 

２）市民や来街者等の意向を踏まえた利活用の推進 

・まちの資産である空き家・空き店舗の利活用にあたり、エリアの魅力を育ててくれ

る人や出店につながることが重要である。そのため、まちなかへの来訪者を対象と

したアンケート調査やワークショップを通じて、市民や来訪者等の意向を把握す

る。 

・合わせて、空き家等所有者の建物やまちに対する想いを把握する。 

 

３）空き家等の利活用に向けた社会実験の実施 

・１）、２）の調査を踏まえ、利活用の期待される空き家等の利活用イメージの構築

につなげるため、空き家等を試行的に活用した社会実験を実施する。 

・合わせて、社会実験で活用した空き家等を建築士と一緒に内覧・相談できる機会を

設け、出店希望者とのマッチングを図る。 

 

４）利活用スキームの検討 

・１）、２）、３）の調査、社会実験等を通じて、まちなかにおける空き家等の利活用

スキームを検討する。 
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５－２ 空き家・空き店舗の実態把握 

①空き家・空き店舗の実態把握 

既存調査結果及び外観の目視等から、居住の有無、老朽度や売買等の状況を把握し、

空き家・空き店舗を抽出した。その空き家・空き店舗のうち、外観の目視から、老朽化

の進行等により利活用が困難である建物を特定した。あわせて、地元の不動産業者のヒ

アリング等により売買された施設や取り壊し予定の施設情報を入手し、これらは利活

用の可能な空き家・空き店舗から除外した。なお、外観の目視による判定は、一級建築

士が行った。 

更に、利活用が期待できる空き家等のうち、所有者等の了承が得られた建物に対して

は、所有者ヒアリングを実施し、今後の利活用の可能性、活用に向けた情報を把握した。 

 

図表５－３ 空き家・空き店舗の実態把握の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

空き家・空き店舗の特定 

 

空き家・空き店舗の特定 

・外観の目視による確認 

※空き店舗には、事務所

や医院等の業務系施設

を含める 

・既存調査結果の活用（商

工課が毎年度空き家等の

調査を実施） 等 

施設の老朽度、売買等

の状況把握／利活用が

期待される空き家・空き

店舗の抽出 

 
・一級建築士による外

観の目視から、老朽

化の進行等により利

活用が困難である建

物を特定する 

・地元の不動産業者の

ヒアリング等により、

売買の状況や取り壊

し予定の施設情報を

把握する 

 

所有者ヒアリング／利活

用の可能性、活用に向け

た情報把握 

・建物の基本情報の把握 

→外観、内観の特徴、間

取り、現在の利用や管

理状況、今後活用した

いスペース など 

・ストーリーの把握 

→履歴、建物とまちの関

係や思い出、こんな場

所になってほしい、こん

な人に使ってほしい 
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１）対象地域と空き家・空き店舗の概要 

空き家・空き店舗の実態把握は、本業務で実施する社会実験や令和８年度以降の

動きを見据え、中町・前町・横町を対象地域として調査を行った。対象地域には、

次のようなタイプの空き家・空き店舗が立地している。なお、空き店舗には、事務

所や医院、蔵等を含めることとする。 

 

図表５－４ 空き家・空き店舗等のタイプと概要 

タイプ 施設の概要 備考 

Ａ：店舗専用型 全ての床が店舗として利用され

ていた施設 

 

Ｂ：店舗併用住宅型 １階が店舗、２階が住居として

利用されていた施設 

空き店舗であるが居住して

いる場合と空き店舗であり

かつ居住していない場合が

ある 

Ｃ：事務所等専用型 全ての床が事務所や医院等とし

て利用されていた施設 

 

Ｄ：事務所等併用住宅型 事務所や医院等と住宅が併用し

た施設 

 

Ｅ：専用住宅型 全ての床が専用住宅として利用

されていた施設 

 

Ｆ：付属施設型 母屋等に付属する蔵等  
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②利活用が期待できる空き家・空き店舗の抽出 

１）利活用できる空き家・空き店舗の抽出 

空き家・空き店舗のうち、本業務で実施する社会実験や令和８年度以降の動きを見

据え、老朽化が進行している、売買の契約済である、取り壊し予定である等の利活用

が困難である物件を特定し、利活用の可能な空き家・空き店舗から除外した。 

 

図表５－５ 利活用が期待できる空き家・空き店舗の位置図 
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図表５－６ 空き家・空き店舗一覧  

※グレーの網掛けは老朽化・取り壊し予定等により利活用が難しいもの 

 

■空き家・空き店舗リスト（中町） 

 名称 タイプ 現状 備考 

N-１ 旧上原呉服店 Ｂ：店舗併用住宅型 空き店舗 老朽化進行中 

N-２ 旧岩谷歯科医

院 

Ｄ：事務所等併用住

宅型 

空き店舗 伝統的建造物 

N-３ 旧西谷家住宅 Ｂ：店舗併用住宅型 空き店舗 伝統的建造物 

黒石市取得 

N-４ 旧一番町歯科 Ｄ：事務所等併用住

宅型 

空き店舗、居住

中 

歯科営業終了 

N-５ 蔵① Ｆ：付属施設型 

 

空き蔵 伝統的建造物 

大雪で一部崩壊、解体・

修繕予定 

※解体済（2026 年２月時点） 

N-6 盛家住宅 Ｂ：店舗併用住宅型 空き家 伝統的建造物 

 

N-1 上原呉服店 

（利活用不可） 

N-2 旧岩谷歯科医院 N-3 旧西谷家住宅 

   

 

N-4 一番町歯科 N-5 こみせ駅蔵 

（利活用不可） 

N-6 盛家住宅 
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■空き家・空き店舗リスト（前町） 

 名称 タイプ 現状 備考 

M-1 旧マルチ薬局 Ｂ：店舗併用住宅型 空き店舗、居住

中 

薬局営業終了、黒石景観

資産 

M-2 すずのや南① Ｂ：店舗併用住宅型 空き店舗 老朽化進行中、解体予定 

※解体済（2026 年 2 月時点） 

M-3 すずのや南② Ｂ：店舗併用住宅型 空き店舗 不動産業者取得 

M-4 すずのや南③ Ｂ：店舗併用住宅型 空き店舗  

M-５ 旧三上レディー

スクリニック 

Ｄ：事務所等併用住

宅型 

空き店舗  

M-６ 東奥信用金庫黒

石支店向かい 

Ｂ：店舗併用住宅型 空き店舗、居住

中 

 

M-７ 旧囲碁センター Ｃ：事務所等専用型 

 

空き店舗 黒石市所有、老朽化進

行、解体建替え予定 

M-８ 旧黒石ガス Ｃ：事務所等専用型 空き店舗  

M-９ 喫茶蔵北側 Ｂ：店舗併用住宅型 空き家  

 

M-1 旧マルチ薬局 M-2 すずのや南① 

（利活用不可） 

M-3 すずのや南② 

   

 

M-4 すずのや南③ M-5 旧三上レディースク

リニック 

M-6 東奥信用金庫黒石支

店向かい 

   

M-7 旧囲碁センター M-8 旧黒石ガス M-9 喫茶蔵北側 
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■空き家・空き店舗リスト（横町） 

 名称 タイプ 現状 備考 

Y-1 旧ヒサ久 A：店舗専用型 空き店舗 法人取得済 

Y-2 旧村上駄菓子

店 

Ｂ：店舗併用住宅型 空き店舗、居住中  

Y-3 旧工藤時計店 Ｂ：店舗併用住宅型 空き店舗、居住中  

Y-4 旧金物店 A：店舗専用型 空き店舗  

Y-５ 旧やすらぎ A：店舗専用型 空き蔵 NPO法人取得、利活

用検討中 

Y-６ 旧ヤマシメ Ｂ：店舗併用住宅型 空き店舗、居住中 老朽化進行 

Y-７ 旧木村茶屋 Ｂ：店舗併用住宅型 空き店舗、居住中  

 

Y-1 旧ヒサ久 Y-2 旧村上駄菓子店 Y-3 旧工藤時計店 

   

 

Y-4 旧金物屋 Y-5 旧やすらぎ Y-6 旧ヤマシメ 

   

 

Y-7 旧木村茶店     
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③空き家・空き店舗の所有者ヒアリング 

１）実施概要 

利活用が期待できる空き家等の建物の履歴等のストーリーを把握し、社会実験や

エリアリノベーションの実現化方策の検討等に活かすため、同意が得られた所有者

を対象にヒアリングを行った。 

 

図表５－８ 所有者ヒアリング実施概要 

実施日 ●８月 24 日 旧星野内科医院所有者  

●10 月 13 日 旧マルチ薬局所有者 

ヒアリング

項目 

①建物の履歴や想い出 

 ・建物の履歴（建築年度や用途） 

 ・建物とまちとのかかわりや想い出（どんな人が訪れたか、建物にお住まい・

生業をされていた時の想い出など） 

②現在の管理状況やお住まい 

③利活用に向けた希望や想い 

・利活用にあたり活用できるスペースや希望する活用形態 

・利活用への想い（こんな場所になってほしい、こんな人に使ってほしい） 

利活用に向

けた主な意

見 

●旧星野内科医院所有者 

・みんながやりたいことをやって、ごちゃごちゃとした雰囲気になるかもしれ

ないが、それが逆に面白いかもしれない。楽しい場所になってほしい。 

●旧マルチ薬局所有者 

・現在は、店舗奥に居住しているため、活用についてはこれから検討したい。 

・Circle こみせは気軽に声掛けできる雰囲気があり相談しやすい。カチッと

した相談所のような感じだと相談しにくいかもしれない。 

 

図表５－９ 調査の様子 
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５－３ 市民や来街者等の意向把握 

①まちなかにおける市民・来街者の意向把握 

１）実施概要 

市民・来訪者のまちなかの空き家・空き店舗の活用に関するニーズを把握するため、

シール投票形式でのアンケート調査を実施した。回答ボードを公共施設等に一定期

間設置し、意見を収集した。 

 

図表５－10 アンケート調査実施概要 

期間・場所 ●公共施設等におけるボードの設置 

・９月 10 日（水）～10 月 26 日（日）：黒石市役所わのまちセンター、松の

湯交流館、市立図書館、津軽こみせ駅、Circle こみせ 

回答数 ●一人最大３票まででの投票 

・シール総数 901（市内 430,市外 471） 

 

図表５－11 調査の様子 
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図表５－12 アンケート調査ボード 

 

 

２）集計結果 

・「食べ歩きができる気軽な飲食店・パン屋」や「ゆっくりできる喫茶店・カフェ」

といった飲食系人気は旧西谷家と同傾向となっている。 

・市内在住者からは、「親子で楽しめる、遊べる場所」や「小中高生が放課後過ご

せる場所」といったこども・子育て系の場所の需要が高くなっている。 

 

図表５－13 アンケート集計結果 
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②利活用ワークショップにおける市民や団体等の意向把握 

１）実施概要 

旧西谷家住宅の利活用に関する第２回ワークショップにおいて、『まちなかのエリ

アリノベーションの取組アイデア』、『５年後、10 年後のまちなかへの想い』につい

て意見交換を行った（ワークショップの実施概要と結果の詳細は、P.39～P.43参照）。

ここでは、空き家等の利活用に関する意見を整理する。 

 

２）空き家等の利活用に関する意見 

空き家等の利活用アイデアとして、「空き家等を借りられることの周知」、「こみ

せ通りで仕事ができるようにする」、「期間限定で安く貸し出す」、「空き家等の活用

と合わせてまちを巡ることを促す取組」等が挙げられた。 

 

図表５－14 ワークショップにおける空き家等の利活用アイデア 

アイデア 内容 

空き家空き店舗を借りられ

ることを周知する 

・空き家・空き店舗の紹介を強化し、「ここで借りられる」という

認識を高める 

・空き家ハントのような取組をもっと知ってもらえるように実

施期間を長くし、周知も強化できると良い 

・空き家の活用や移住を促すために、黒石のくらしも紹介できる

と良い 

・旧西谷家や空き家・空き店舗の整備後に見学できたりする中で

お茶会ができる日があると良い 

こみせ通りで仕事ができる

ようにする 

・こみせの周辺で仕事・開業ができるようになると良い 

・こみせ通りで貸せる店舗が増えると、通り全体の雰囲気が良く

なる 

期間限定で安く貸す ・クラフト作家等の小さくできる店舗から安く、短く借りる 

空き家等の活用と合わせて

おすすめコースづくりなど、

まちを巡ることを促す取組 

・もしもさんぽのスタンプラリーのような雰囲気で、１箇所は軒

先など小さくても隙間なくできるとよい 

・空き家等を活用して店舗（パン、ドリンク、雑貨など）に、土

日だけでもイベント的に出店してもらい、できるだけ通りの空

き家等を隙間なく詰めた形で実施したい。そこにガシャポンな

どの子どもが楽しめる要素もあると嬉しい 

・おすすめのコース（デートコースなど）がつくれるとよい 
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５－４ 空き家等を活用した社会実験の実施と効果測定 

①空き家等を利用した社会実験の企画・運営 

１）実施概要 

エリアリノベーションの展開を見据え、観光や市民の交流拠点周辺及び中町・前

町・横町の空き家等のお試し活用をする「もしもさんぽ」、まちの拠点をつくって

いる家
や

守
もり

たちと黒石のこれからを考えるトークイベント「もしも会議」、出店希望

者の建築士への相談機会を設けた「空き家ハント」を実施した。 

 

図表５－15 社会実験の実施概要 

目的 空き家等の利活用により、エリアリノベーションを次のステップへ

進める 

・多くの人と、まちと空き家等の魅力や可能性を体感・共有する 

・巡りの仕掛けにより、エリアの価値の向上を目指す 

・効果測定を行い、実現化方策の検討に活かす 

日時と実施

内容 

こみせ周辺の空き家等を活用し、空き家の利活用やまちの楽しみ方

を提案するイベントとして実施 

・10 月 25 日～26 日 

空き家をめぐる「もしもさんぽ」 

・10 月 26 日 

まちの拠点をつくっている家守たちと黒石のこれからを考えるト

ークイベント「もしも会議」 

・10 月 27 日 

もしもさんぽで活用した空き家等を建築士と一緒に内覧・相談で

きる「空き家ハント」 
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図表５－16 社会実験の実施イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表５－17 社会実験のチラシ 
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図表５－18 社会実験の企画内容 
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図表５－19 社会実験の実施状況 
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②空き家等を利用した社会実験の効果測定 

１）実施概要 

社会実験の意義を明らかにするとともにエリアリノベーションの実現化方策の検討

に活かすため、次の効果測定を実施した。 

 

図表５－20 社会実験の効果測定の内容 

参加者、出

店者へのア

ンケート調

査 

出店者等の関係者や来訪者、空き家ハント参加者の意向を把握すること

で、空き家等の利活用に係る潜在的なニーズや今後の意向を把握 

 →もしもさんぽの参加者や出店者アンケート 

 →空き家ハント参加者アンケート 

回遊動向調

査 

回遊動向調査（デジタル人流データ分析）により、通常の平日・休日／

イベント時の人流などの比較検証 

 →今回社会実験、市内イベント（こみせまつり、こみせ日和）、平常時

を含む連続 7 日間のデータを入手し検証 

空き家等の

所有者ヒア

リング 

社会実験に協力してくれた建物所有者へのヒアリングを行うことで、社

会実験前後での想いの変化、今後の利活用についての意向を把握 

 →星野氏（旧星野内科医院）、ハナブサ不動産（旧黒石ガス） 

 

２）効果測定の結果－参加者、出店者へのアンケート調査 

（１）もしもさんぽ参加者アンケート 

会場を巡ってきたシールラリー参加者にアンケートを実施し、１日目 60 件、２日

目 98 件、計 158 件の回答を得た。 

 

  
N=158 
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N=158 

N=158 
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（２）もしもさんぽ出店者アンケート 

もしもさんぽの出店者を対象に、イベント後に WEB アンケートを実施し、17 件

の回答を得た。 

 

 

 

N=158 

N=17 
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N=17  

N=17 
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N=17 

N=17 
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（３）空き家ハント参加者アンケート 

空き家ハントの参加者を対象に WEB アンケートを実施し、５件の回答を得た。 

 

 

 

 

 

  

N=17 

N=5  
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N=5 

N=5 
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３）効果測定の結果－回遊動向調査 

社会実験の実施によるまちなかの回遊性向上の効果を把握するため、デジタル人

流データを活用し、他のイベントの開催日や平常時との回遊状況の変化を検証した。 

検証に当たり、Agoop 社ポイント型流動人口データ（以下、デジタル人流データ）」

を活用し、スマートフォンの位置情報からまちなかの来訪者の立ち寄り先や時間帯

別の回遊動向等を把握した。 

 

図表５－21 回遊動向調査の対象とする日程 

項目 日程 

社会実験 もしもさんぽ当日 10 月 25 日（土）、26 日（日） 

その他のイベン

ト 

こみせまつり 

（まちなか全体での

出店・イベント） 

９月 14 日（日）、15 日（月祝） 

 

こみせ日和 

（旧西谷家住宅での

着付けや出店） 

10 月 18 日（土）、19 日（日） 

 

平常時 10 月 11 日（土）～13 日（月） 

休日数・天気の観点から、対象日に設定 

 

N=5 
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図表５－22 回遊動向調査の対象としたその他のイベント 

 

図表５－23 使用データの概要 
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回遊動向調査のまとめ 

◆社会実験をきっかけに、旧星野内科医院等の新たなスポットへの回遊が生まれた 

・スポットをまちなかに点在して増やしていくことで、全体の回遊性向上やにぎわ

いの活性化が期待できる 

◆取組方法の変化が、回遊にも表れる 

・こみせまつりの範囲の拡大の効果は明確であったことから、回遊の中心となる核

をつくりつつ、新たなスポット・通りにも段階的に取組を広げていくことが重要

である 

◆既存資源とのつながりも持たせて、ポテンシャルを高めることが重要 

・松の湯交流館、かぐじ広場、わのまちセンター、黒石市立図書館、金平成園等の

既存資源を活用し、まちなか全体で回遊創出に取り組むことが重要と考える 
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４）効果測定の結果－空き家等の所有者ヒアリング 

社会実験当日の様子やアンケート結果（参加者や出店者の声）を伝え、社会実験や

今後の利活用意向について伺った。 

 

図表５－24 所有者ヒアリング結果 

星野氏（旧星野内

科医院） 

・継続することが大切だと思うので今後も続けていってほしい。 

・若い人たちが一生懸命頑張っているのを見ると応援したくなる。 

・遠方の友人たちからも「星野さん新しくカフェ始めたの？遊びに

行かなくっちゃ」と連絡が来ることがあり、「私がやってるわけ

じゃないんだけど遊びにきてね」という話をしている。 

・（社会実験のアンケート等を見て）この場所に興味を持ってくれ

る人がたくさんいたようで嬉しい。 

ハナブサ不動産 

三浦氏（旧黒石ガ

ス） 

・イベント中も見に行ったが、来場者が楽しそうに過ごしていて良

かった。 

・今回のように空き家のイベントでのお試し利用から空き家ハント

での紹介まで、一貫した取組をしていくことが大事だと感じた。 

・空き家ハントで実際に購入等につながったわけではないけれど、

イベントでたくさんの方に見ていただけて知ってもらうきっかけ

ができて良かった。 

・また機会があったら協力していきたい。 

・空き家を使ってもらうにしても、黒石の方が喜んでくれる使われ

方になると嬉しいと思った。 
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５）まとめ・社会実験の意義 

社会実験当日の参加者数、効果測定結果等を踏まえ、社会実験から把握された意義

を次のとおり整理する。 

 

（１）空き家等に興味・関心を持つきっかけとなり、その価値やポテンシャルを社会

実験参加者・出店者・空き家等の所有者と体感・共有できた 

・参加者からは会場となった空き家等の建物にはじめて入ったとの声も多く、所有

者からも知ってもらう機会になり嬉しいとの声があった。 

・出店者からは、建物の壁などを比較的自由に使えることや、雰囲気や趣きのある

空間が好評だった。 

・社会実験の各企画に多くの参加があった。特にもしもさんぽは、親子・家族含む

市内外の参加があった。 

 

（２）分散した会場を巡ることは、参加者・出店者ともに好評かつ滞在時間の増加に

つながった 

・シールラリーへの参加者が多く、全ての会場を回って抽選に応募された方が半数

以上いた。 

・過去のイベントと比べ滞在時間が総じて長く、「まちなかを散策する機会になっ

た、まちなかに興味や親しみができた」との回答が多かった。 

・複数会場を巡ることについて、参加者、出店者ともに好意的な意見が多かった。 

 

（３）空き家等の利活用・エリアの魅力づくりには、情報の充実、定期的なイベント、

内覧・相談、周辺のまちとの連携などトータルかつ、継続した取組が求められてい

る 

・社会実験のような場や機会の継続や展開を望む声が多く、空き家等の所有者から

も継続やお試し活用～内覧・相談まで一貫した取組が重要との声があった。 

・空き家ハント参加者からは、建物、人、情報、周辺との連携などトータルな取組

が求められいる。 

・実験的な活用により、新たな回遊が生まれているものの、まだ大きな変化には至

っておらず、既存の資源とのつながりも持たせて、ポテンシャルを高めることが

重要である。 
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５－５ 空き家等の利活用スキームの検討 

①空き家等の利活用における課題 

ここまでの検討を踏まえ、空き家・空き店舗の利活用における課題を整理する。 

 

１）利活用できる物件や出店希望者などの情報収集と共有 

・市、商工会議所、民間事業者（Circleこみせ）のそれぞれに、まちなかでの出店・

起業相談があり、相談先によって相談者層が異なる状況がある（商工会議所は市内

からの相談が多く、Circleこみせは市外からの相談が多い等）。 

・商工会議所からは、相談があってもすぐに紹介できる物件がなく出店につながらな

いことやオーナーへの直接の働きかけの困難さが挙げられており、民間事業者と

の連携が望まれる。 

・また、まちなかでの出店において活用できる補助金が複数あるが、改修・賃料補助

は商工課、外観修景補助は都市建築課が窓口である等、分かりにくい状況もあるた

め、庁内関係課での情報共有や連携も重要である。 

 

２）オーナー、その家族との信頼関係づくり 

・調査から黒石市のまちなかには一定数の利活用可能性のある空き家・空き店舗が存

在することが明らかになったが、実際に利活用や不動産市場にのるものは少ない。 

・社会実験にあたり、複数の利活用可能性のある空き家等のオーナーに協力を依頼し

たが、オーナーが承諾しても、家族に反対されるケースが多かった。オーナーのみ

ならず、家族（オーナーの子ども世代等）まで巻き込まないと活用は難しい。 

・オーナーや家族の懸念事項として次の事項が考えられる。 

 →どんな人が借りるか分からない不安（特にまちなかに普段居住していないオー

ナーの子ども世代）。 

→空き店舗であっても奥や２階で居住している場合のトイレなど暮らしへの影響 

→一時的であったも利活用する場合片付けの負担が生じる。 

・空き家等の柔軟な利活用においては、建築士等の専門家や民間と協働した取組が求

められるが、オーナーの信頼を得る上では、行政の支援が重要である。 

 

３）継続的なオーナーへの働きかけや試行的な利活用の継続 

・話を聞いてくれるオーナーへの継続的な働きかけが重要であり、その際に今年度の

社会実験のように試行的なイベント利用の様子を実際に見てもらうこと、写真等

で様子を伝えることが有効であると考えられる。 

・今年度の社会実験の効果検証では、イベント的な利用機会の継続や展開を望む声が、

参加者、出店者、空き家等の所有者それぞれから挙げられており、継続的に取り組

むことが重要である。 
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４）エリアの魅力や価値向上につながるマッチング 

・調査から出店希望者は、建物のみならずエリアとしての魅力を重視していることや、

周辺のまちも含めて知る機会を求めていることが分かる。 

・出店希望者が建築士と空き家等を内覧・相談できる「空き家ハント」は、エリアの

魅力を育ててくれる人や出店につなげるために有効な機会であると考えられる。 

・商工会議所、Circle こみせへのヒアリングでは、まちなかで実際に出店につなが

った理由として、家賃の安さ、複数店舗が集まることでコミュニティに属する安心

感があること、改装の自由度が高いこと、いつでも建築士に相談できる環境等が挙

げられており、Circle こみせや旧星野内科医院のスキーム（オーナーからまちそ

だて団体等が家守として１棟全て賃借し、第３者に賃借するサブリース方式）のよ

うに、相談から改修・出店後のコミュニケーションまで一貫したかかわりが重要で

あることが伺える。 
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②空き家等の利活用スキームの検討 

空き家等の利活用における課題を踏まえ、利活用スキームを検討する。 

個人の資産である空き家等に対してアプローチの幅を広げ、利活用を進めるため、 

公民が連携し、「利活用できる空き家等の掘り起こし」、「空き家等情報の一元化、情報

発信」、「使いたい人とのマッチング」を総合的に推進することが重要である。 

 

図表５－25 黒石市における空き家等の利活用スキーム 
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６．先進事例の調査・研究 

６－１ 伝統的建造物を対象とした公民連携による利活用の事例 

①調査の対象 

旧西谷家住宅の取組の参考として、伝統的建造物を対象に、公民連携による利活用を

行っている事例について調査を行った。 

意向把握調査の結果から、カフェ等の飲食機能や物販機能、宿泊機能等の需要が高い

ことが想定される一方で、学習や体験機能等のニーズもあることから、複合機能化の可

能性も見据え、幅広い用途の事例について選定した。 

 

図表６－１ 事例調査の対象 

所在地 施設名称 概要 事業手法 調査先・手法 

岩手県 

住田町 
まちや世田米駅 

古民家のカフェ・レストラン・ギ

ャラリー等が入居する複合施設

利用 

指定管理方

式 

住田町及び管理者

への対面ヒアリン

グ 

長野県 

小諸市 
粂屋 

脇本陣であった建物を改修し

た、宿泊・カフェ・貸室で構成さ

れた滞在型交流施設 

指定管理方

式 

小諸市への書面・電

話によるヒアリン

グ 

岡山県 

津山市 
城下小宿 糀や 

伝統的建造物の町屋の宿泊施設

利用 

PFＩ事業（コ

ンセッショ

ン方式） 

津山市へのオンラ

インヒアリング 

山口県 

萩市 
本と美容室 萩店 

伝統的建造物の町屋の商業店舗

利用（書店と美容室） 

PFＩ事業（コ

ンセッショ

ン方式） 

萩市へのオンライ

ンヒアリング 
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②まちや世田米駅（岩手県住田町） 

◯施設概要 

 

図表６－２ 施設概要 

基
礎
情
報 

立地 岩手県気仙郡住田町世田米字世田米駅 13 

文化財指定等 国登録有形文化財 （明治末期に建築） 

事業手法 
町が土地を取得（建物は寄付）し、交流拠点として整備 

指定管理者制度で（一社）SUMICA が運営 

事業経緯等 

・2012 年度：所有者から譲渡の申し入れがあり、町が土地建物を取得。

町は委員会を設置しての会議、住民ワークショップ等を開催し、利活

用の方向性を検討、改修設計を委託 

・2015～2016 年 5 月：保存改修工事 

・竣工後に指定管理者を公募し、（一社）SUMICA を選定 

用途 従前：住宅 → 店舗・宿泊施設・交流施設・ギャラリー 

施設規模 
木造２階建て 主屋 建築面積：562.6 ㎡ 延床面積：446.686 ㎡ 

蔵(４棟) 延床面積：385.99㎡ 

事業のポイント 

・歴史的建造物を極力当時の部材、構造を残したまま保存改修しつつ複

合施設として整備。当時の暮らしぶりを再現するような部屋も配置 

・中心市街地活性化構想に位置付けられた施設であり、公民館機能も有

するなど公共的な施設という性格が強い 

・指定管理者である（一社）SUMICA は、施設整備のワークショップと同

時期に設立された地域のまちづくり団体であり、メンバーはワークシ

ョップにも参加していた。 

・（一社）SUMICA の企画により、地域の子どもや学生向けにアーティス

トを呼んでのライブや講演、広場（中庭）での地域のイベント、子育

て世代向けの交流・教育イベント等、多様なイベントが開催されてお

り、地域住民の交流の場として機能している 

・宿泊施設部分は、旅館業法上の簡易宿泊所として営業許可を受け営業

している。連携協定を結んでいる首都圏の大学生がフィールドワーク

に訪れた際に利用する等、町外からの利用者が多い。 

利用状況 

・レストランは年間約 1 万人、カフェ・交流スペース・広場・蔵等のそ

の他施設で年間約 1.6 万人の利用がある 

・公民館機能も有しており、地域の集まりの場所となっている 
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◯施設レイアウト 

・主屋は、通りに面した側がカフェとなっており、その奥に公民館機能も兼ねた交流

スペース、レストランが配置されており、奥側は宿泊施設として利用されている。 

・前庭部分は広場として整備されている。 

・蔵は映画上映や写真撮影、作品の展示、演奏等の多目的な利用が可能なギャラリー

として整備されている。 

 

図表６－３ フロアマップ 出典：まちや世田米駅 HP 

 

 

図表６－４ 施設外観        図表６－５ レストラン kerasse 

出典：まちや世田米駅 HP         出典：まちや世田米駅 HP 

       

 

図表６－６ 蔵ギャラリー      図表６－７ 交流スペース 

出典：まちや世田米駅 HP         出典：まちや世田米駅 HP 
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③粂屋（長野県小諸市） 

◯施設概要 

 

図表６－８ 施設概要 

基
礎
情
報 

立地 長野県小諸市市町 1-2-24 

文化財指定等 国登録有形文化財 

事業手法 
市が所有し、宿泊施設等として整備 

指定管理者制度で（一社）こもろ観光局が運営 

事業経緯等 

・2013 年度：民間所有だったが売却され、改築や取り壊されることが危

惧されたため、市が取得 

・2016 年度：取得後も用途は未決定のままであったが、観光協会を引き

継ぐかたちでこもろ観光局（DMO 法人認定）が設立されたことを契機

に当該施設を宿泊施設として再生し、運営する案が浮上 

・2017～2018 年度：改修工事 

・2019 年３月竣工、同年７月開業 

用途 従前：宿舎・旅館 → 宿泊施設、貸室、カフェ 

施設規模 木造２階建て 建築面積：375.33 ㎡  延床面積：487.10㎡ 

事業のポイント 

・小諸宿の脇本陣であった建物を改修した、宿泊・カフェ・貸室で構成

された滞在型交流施設（後に国の登録文化財に登録） 

・江戸後期の建物であり、昭和初期まで実際に旅館として使われていた 

・地域再生計画をもとに整備に係る交付金を受けており、地域の事業者

であるこもろ観光局が指定管理者として運営 

・宿泊者の食事提供は朝食のみで、夕食は周辺の飲食店や居酒屋を紹介

している 

利用状況 

・宿泊は主屋の２階と奥座敷、土蔵と複数のバリエーションが用意され

ている 

・カフェ（茶屋）は観光ガイド協会がスタッフになっており、観光案内

も可能 

・宿泊施設は年間約 650 人、貸室は年間約 250 人が利用（昨年度実績） 
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◯施設レイアウト 

・通りに面した土間をカフェとして利用し、手前側の諸室は厨房や事務所、宿のフロ

ント等として利用されている。 

・中庭を挟んだ奥側と二階部分が客室となっている。 

・貸室は茶室としても利用可能となっている。 

 

図表６－９ 案内図 出典：粂屋 HP 

 

 

図表６－10 施設外観 出典：粂屋 HP     図表６－11 客室（土蔵） 出典：粂屋 HP 
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④城下小宿 糀や（岡山県津山市） 

◯施設概要 

 

図表６－12 施設概要 

基
礎
情
報 

立地 岡山県津山市林田町 68 

文化財指定等 伝統的建造物群保存地区の特定物件 

事業手法 PFI 事業（コンセッション方式） 

事業経緯等 

・2013 年：重要伝統的建造物群保存地区への選定を目指していたとこ

ろ、解体の話が浮上し、市が取得 

・2013～2017 年：委託、指定管理方式による便益施設として検討 

・2017 年：建築基準法による構造や内装等の制限を避けるため、歴史的

な建物の保存及び活用に関する条例を制定 

・2018 年：市長交代等に伴い、事業方針を見直し。収益の最大化、長期

間運営、財政負担の最小化を実現するため、市長の意向も踏まえて「コ

ンセッション方式」を目指す 

・2018 年 6 月～2019 年 1 月：サウンディング調査から事業者公募、実

施契約まで約半年間で実施 

・2018 年 12 月～：市発注による改修工事 

・2020 年７月：開業 

用途 従前：宿舎・旅館 → 宿泊施設、貸室、カフェ 

施設規模 木造２階建て 建築面積：375.33 ㎡  延床面積：487.10㎡ 

事業のポイント 

・事業者公募と並行して市発注による改修工事に着手し、事業者選定後

は工事内容を協議し、要望を反映した 

・事業者意見を反映したことで、什器等をハイグレードに変更するなど、

周辺相場よりも高級な価格帯での営業を実現 

・長年空き家であり老朽化も進んでいたため、改修により地域の安心感

が高まったと思われる 

利用状況 

・関西圏に展開するホテルグループの企業が運営しており、グループと

して抱える顧客の来訪が一定数ある 

・同様の業態では一般に稼働率 30%程度でも収益化可能といわれている 
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◯施設レイアウト 

・４棟が連なっており、１つはフロント、残り３棟はそれぞれが一棟貸しの独立した

客室となっている。 

・各棟ともダイニングキッチンや浴室、テラス等を備えている。 

 

図表６－13 施設レイアウト 出典：城下小宿 糀や HP 

 

 

図表６－14 客室 出典：城下小宿 糀や HP  図表６－15 浴室 出典：城下小宿 糀や HP 
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⑤本と美容室 萩店（山口県萩市） 

◯施設概要 

 

図表６－16 施設概要 

基
礎
情
報 

立地 山口県萩市浜崎町 16 

文化財指定等 伝統的建造物群保存地区の特定物件 

事業手法 PFI 事業（コンセッション方式） 

事業経緯等 

・2020 年度：生花店の移転で空き家となっていた伝建地区内の建物を市

が寄付を受け取得。市民ワークショップにより活動アイデアを検討 

・2021 年度：事業者サウンディング調査を実施し、さまざまな用途の提

案があったものの事業者の参入意欲としては消極的であった 

・2022 年度～継続的にサウンディング調査や事業者誘致を実施 

・2023 年度：事業者公募、改修工事 

・2024 年６月：開業 

用途 従前：店舗 → 美容室・店舗 

施設規模 木造２階建て 建築面積：164.9 ㎡  延床面積：197.5 ㎡ 

事業のポイント 

・収益性の低い書店と収益性の高い美容業をかけ合わせ、近年減少傾向

にあるまちの書店を持続的に運営することを目指している 

・美容室を訪れる、おしゃれで若い女性というこれまで少なかった客層

がまちに増えつつある 

・古い建物の改修事例が生まれたことで、地域や事業者理解が広がりエ

リア内に取組が広がりつつある 

利用状況 

・腕の良い美容師がおり、高単価でもリピート客・市外県外の来訪が多

い 

・書店の選書が優れており、限られたスペースではあるが地元にもファ

ンがついている 

・雑貨は地元のものに限らず全国の様々な商品を取り扱っている 
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◯施設イメージ 

・通りに面したスペースは、誰でも気軽に入ることのできる本と雑貨の販売スペース、

カフェスペースとして利用。 

・美容室は裏庭に面したプライベートな空間に配置されている。 

 

 

図表６－17 施設外観 出典：はぎビズ日記 HP  図表６－18 美容室 出典：本と美容室 HP 

     

 

図表６－19 雑貨スペース           図表６－20 書店スペース 

出典：タウン情報誌トライアングル         出典：タウン情報誌トライアングル  
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⑥事例の整理 

調査を行った４つの事例について、利活用の内容及び事業手法の観点から以下のと

おり整理した。 

 

図表６－21 伝統的建造物を対象とした公民連携による利活用の事例整理 

項目 まちや世田米駅 粂屋 城下小宿 糀や 本と美容室 萩店 

用途 

・カフェ 

・レストラン 

・ギャラリー 

・宿泊 

・交流スペース（公

民館機能） 

・宿泊 

・カフェ 

・貸室 

・宿泊 

・書店 

・美容室 

・雑貨 

・カフェ 

施設整備の

ポイント 

・複合用途による

整備 

・イベント等が可

能な広場整備 

・小諸宿の脇本陣で

あった建物を宿泊

施設として再生 

・条例に基づき歴史

的価値を保全 

・民間事業者意見を

反映し、高質な内

装を実現 

・収益性の低い書店

と収益性の高い美

容業をかけ合わせ

て整備 

利活用の 

ポイント 

・まちづくり団体

の管理による地

域住民交流の場 

・観光ガイド協会に

よる観光案内 

・宿泊者の夕食は周

辺の飲食店を紹介 

・周辺相場より高級

な価格帯に設定 

・腕の良い美容師、

質の高い選書によ

り、高付加価値化・

リピート客の獲得 

事業手法の 

ポイント 

・公民館機能も有

する公共的な施

設であり、指定

管理方式を選択 

・地域再生計画の核

として、観光 DMO

による指定管理方

式を選択 

・収益の最大化・財

政負担の最小化の

ため、コンセッシ

ョン方式を選択 

・事業者サウンディ

ング調査の結果等

を踏まえ、コンセ

ッション方式を選

択 
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６－２ 歴史的な建物を改修した店舗・宿泊施設の利活用事例 

①調査の対象 

旧西谷家住宅の施設計画の参考として、歴史的な建物を改修した店舗・宿泊施設の事

例について調査を行った。 

施設の設計意図や利用者層、運営実態等を把握する観点から、自治体が所有している

かどうかにかかわらず事例を選定した。 

 

図表６－22 事例調査の対象 

所在地 施設名称 概要 事業手法 調査先・手法 

秋田県 

羽後町 
盆宿 U 

歴史的な建物を改修した宿泊・

飲食施設 
民間所有 

管理者への対面ヒ

アリング 

秋田県 

男鹿市 
森長旅館 

登録有形文化財を改修した宿泊

施設 
民間所有 

管理者への対面ヒ

アリング 

秋田県

湯沢市 
草木ももとせ 

歴史的な建物を改修した一棟貸

しの宿 
民間所有 

管理者への対面ヒ

アリング 
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②盆宿Ｕ（秋田県羽後町） 

◯施設概要 

 

図表６－23 施設概要 

基
礎
情
報 

立地 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内本町 47 

文化財指定等 なし（築約 180 年） 

事業手法 民間所有 

事業経緯等 

・前所有者が亡くなり、相談を受けた地域の建設会社が取得 

・建築家の工藤浩平氏に相談が持ちかけられ、宿泊施設としての再生を

行った 

・工藤氏が中心となって合同会社を立ち上げ運営を行っている 

・2025 年４月にオープン 

用途 従前：住宅 → 宿泊・サウナ・カフェ＆バー・交流スペース 

施設規模 木造２階建て 建築面積：983.14 ㎡ 延床面積：1,104.14㎡ 

事業のポイント 

・日本三大盆踊りの１つである羽後町の「西馬音内盆踊り」をテーマと

しており、内装やアメニティ等で一貫してブランディングされてお

り、随所で西馬音内盆踊りを感じることができる 

・棟分割により用途変更申請や内装制限を避ける・大規模な修繕等にあ

たらない範囲で改修するなど、歴史的な価値を損なわずに改修を実現

している 

・設計を担当した建築家等を中心としたチームが合同会社を立ち上げ、

コンセプト検討や資金調達、運営段階まで一貫してかかわっている 

利用状況 

・宿はメゾネットタイプ（１階ダイニング、２階寝室）とドミトリータ

イプ（相部屋）の客室がそれぞれ 2 室ずつ設けられている 

・母屋を活用した交流スペース（貸し室）では、地域のイベントや展示

利用等が可能 

・カフェ＆バー、サウナは宿泊客以外も利用でき、地域住民が訪れる場

になることが意図されている 
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◯施設レイアウト 

・主屋と４つの蔵から構成されている。 

・通りに面した主屋は改修せず、地域の交流スペースとして貸室利用及び事務所とし

て利用している。 

・主屋と連続した２つの蔵は宿泊棟として使われており、１階がダイニング、２階が

寝室となっているメゾネットタイプの部屋と、相部屋のドミトリータイプの部屋

がある。 

・最も奥にある蔵はサウナ棟として使われている。 

・主屋から独立した蔵はラウンジ棟として使われており、宿泊とサウナの受付、カフ

ェ＆バーの機能を兼ねている。 

 

 

図表６－24 宿泊棟１階 出典：盆宿Ｕ HP    図表６－25 宿泊棟２階 出典：盆宿Ｕ HP 

      

 

図表６－26 ラウンジ棟 出典：盆宿Ｕ HP    図表６－27 交流スペース 出典：盆宿Ｕ HP 
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③森長旅館（秋田県男鹿市） 

◯施設概要 

 

図表６－28 施設概要 

基
礎
情
報 

立地 秋田県男鹿市船川港船川栄町 82 

文化財指定等 国登録有形文化財（築約 100年） 

事業手法 民間所有 

事業経緯等 

・前所有者が亡くなり、県内でリノベーション等に取り組むデザイン事

務所が相談を受ける 

・地域の建設会社が建物を取得し、デザイン事務所が定期借地で借り受

けて宿泊施設として改修・運営 

・2024 年 12 月にプレオープンし、2025 年 4 月にグランドオープン 

用途 従前：旅館（廃業後は住宅） → 宿泊・サウナ 

施設規模 木造２階建て 建築面積：390 ㎡ 

事業のポイント 

・廃業した登録有形文化財の旅館を改修し、宿泊施設、サウナとして利

活用 

・男鹿市では、オープンと同時期にクラフトサケという新しいジャンル

の酒の醸造所やレストラン・ホテル等のリノベーション施設が増加し

ており、周辺と連携したツアー企画や宿泊プランを提供 

・スタッフは地元のなまはげ文化やジオパーク等の資源について語るこ

とができるよう教育を受けており、地域との交流の役目も担っている 

・最低限の改修としつつも、蔵を改修したサウナや中庭での外気浴スペ

ースを設け、新たな魅力を生み出している 

利用状況 

・宿は 10 客室とドミトリータイプ（相部屋）の客室が１室 

・サウナ好きの客や、文化財に泊まれることに魅力を感じる客が多い。

当初は 3,40 代を狙っていたが、実際に泊まって喜んでくれる 50 代の

客も多い 

・冬期は夕食メニューの充実や長期滞在向けのプランを検討中 
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◯施設レイアウト 

・玄関脇に配置されたラウンジはフロントと朝食等の食事スペースも兼ねている。 

・サウナは蔵を改修したものと宿泊棟内のものと２つ用意されており、中庭を活用し

て外気浴スペースが設けられている。 

 

 

図表６－29 施設レイアウト 出典：森長旅館 HP 

     

 

図表６－30 施設外観 出典：森長旅館 HP  図表６－31 客室 出典：森長旅館 HP 

      

 

図表６－32 ラウンジ 出典：森長旅館 HP  図表６－33 サウナ 出典：森長旅館 HP 
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④草木ももとせ（秋田県湯沢市） 

◯施設概要 

 

図表６－34 施設概要 

基
礎
情
報 

立地 秋田県湯沢市岩崎字岩崎 83 

文化財指定等 なし（築 100 年以上） 

事業手法 民間所有 

事業経緯等 

・近隣で醤油蔵を改修したインテリアショップ・カフェを経営するオー

ナーが、前所有者の紹介を受け取得 

・一棟貸しの宿として改修し、2020 年にオープン 

用途 従前：住宅 → 宿泊施設 

施設規模 木造２階建て 

事業のポイント 

・築 100 年以上の古民家を改修した一棟貸しの宿で、「暮らすように土

地を楽しむ」をコンセプトとしており、キッチンと調理器具が完備さ

れ、用意された地元食材を宿泊客が自身で調理する 

・元の建物の魅力を残すため、最低限の改修としつつも断熱材や薪スト

ーブ、こだわりの家具等で快適性が高められている 

・荒廃した里山を整備し、農作物を栽培したり薪を確保したりするなど、

宿泊客のコンテンツを増やすとともに地域の暮らしを豊かにするた

めの活動にも取り組んでいる 

利用状況 

・１泊２名６万円～の価格帯であり、主に中高年層がターゲット。周辺

に 10 万人規模の自治体が多く、小旅行の需要もある 

・冬季は周辺の雪まつり等のイベントや帰省需要がある。長期滞在者も

みられる 

・オーナーが経営するインテリアショップで取り扱っている家具や雑貨

等を宿で使用し、気に入ったら購入できるようになっている 
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◯施設レイアウト 

・１階はキッチンとダイニング、２階が寝室となっている。 

 

図表６－35 施設レイアウト 出典：草木ももとせ HP 

     

 

図表６－36 施設外観             図表６－37 キッチン・ダイニング 

出典：草木ももとせ HP               出典：草木ももとせ HP 

       

 

図表６－38 リビング             図表６－39 寝室 

出典：草木ももとせ HP             出典：草木ももとせ HP 
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⑤事例の整理 

調査を行った３つの事例について、施設計画及び利活用の観点から以下のとおり整

理した。 

 

図表６－40 歴史的な建物を改修した店舗・宿泊施設の利活用事例の整理 

項目 盆宿 U 森長旅館 草木ももとせ 

用途 

・宿泊 

・サウナ 

・カフェ＆バー 

・交流スペース 

・宿泊 

・サウナ 
・宿泊（一棟貸し） 

施設計画の 

ポイント 

・棟分割や、限定した範囲

での改修により、歴史的

な価値を損なわずに改

修を実現 

・宿の受付とカフェ＆バ

ーの機能を兼ねたラウ

ンジ棟 

・最低限の改修としつつ

も、蔵を改修したサウナ

や中庭での外気浴スペー

スを設け、新たな魅力を

創出 

・最低限の改修としつつも

断熱材や薪ストーブ、こ

だわりの家具等で快適性

が高める 

利活用の 

ポイント 

・宿泊者以外でも利用で

きる機能を整備 

・地域の資源である西馬

音内盆踊りを活かした

ブランディング 

・周辺と連携したツアー企

画や宿泊プランを提供 

・スタッフが地域の案内や

交流を担う 

・中高年層や周辺の中規模

自治体等、ターゲットを

踏まえた料金設定やブラ

ンディング 
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６－３ まちなか再生に関する推進体制の事例 

①調査の対象 

旧西谷家住宅利活用を契機としたエリアリノベーションの取組の参考として、空き

家等の利活用の効果が地域に波及している事例について調査を行った。 

 

図表６－41 事例調査の対象 

所在地 団体名称 概要 調査先・手法 

福島県 

須賀川市 
株式会社テダソチマ 

エリアプラットフォーム等とも連

携しながら、空き家等や遊休地の利

活用を展開 

須賀川市及び株式会社

テダソチマへの対面ヒ

アリング 

福島県 

会津若松市 

会津若松まちづくり

株式会社 

歴史的な建物の改修・運営と町並み

形成をセットで進め、にぎわい創出 

会津若松まちづくり株

式会社への対面ヒアリ

ング 
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②株式会社テダソチマ（福島県須賀川市） 

◯団体概要 

 

図表６－42 施設概要 

基
礎
情
報 

団体名 株式会社テダソチマ 

活動エリア 未来ビジョン みちしるべ 計画対象区域（約 25.6ha） 

設立年 2019 年８月 16 日設立 

資本金等 都市再生推進法人（2019 年 12 月指定） 資本金：900 万円 

組織体制 

スタッフ：5 名（代表取締役（地元不動産屋を経営）、運営管理担当スタ

ッフ、地域おこし協力隊（空家バンク運営担当）、協力スタッフ（写真・

映像作家）、大学生スタッフ） 

主
な
事
業
の
内
容 

①空き家バン

クの運営  

〇空き家をリノベーションした『お試し居住』事業（須賀川市委託事業） 

 ・移住や二拠点生活を検討している方向けのお試し住居のリノベーシ

ョンと運用 

〇空き家バンク「イエソダテ」事業（須賀川市委託事業） 

 ・空き家情報の一元化とマッチングを実施 

※令和７年度で委託が終了し、テダソチマによるサービス提供や情報提

供は終了している 

②居心地が良

く歩きたくな

るまちなかの

創造 

〇広場活用事業（自主事業） 

 ・ウォーカブル推進税制を適用し、市の文化施設「風流のはじめ館」

の前庭に隣接する民有敷地を防災機能も有したイベント空間・貸し

スペースとして整備・活用 

 ・広場管理協定を市と、県道管理協定を県・市と結び、定期市（Rojima）

を開催。まちなかの駐車場や空き店舗等様々な空間に展開。 

〇ビックデータを用いた人流解析（国交省事業） 

 ・中心市街地への来街機会、まちなかでの回遊性向上を図るための基

礎資料として、携帯端末やキャッシュレス決裁データを活用した回

遊分析、購買行動分析を実施 

③チャレンジ

したくなる雰

囲気づくり 

〇コミュニティ形成や情報発信、交流等を目的としたワークスペース

「サテライトオフィス palette」の運営(自主事業) 

 ・旧文具店をリノベーションし、令和 4 年 4 月オープン 

〇須賀川まちなかチャレンジプロジェクト／テナントミックス事業（経

産省事業） 

 ・「市民交流センターtette」に近接する空きビル１階を改修し、「チャ

レンジショップ」と「子育て支援」機能を持つ場として「マチソダ

テベース」をオープン 

・須賀川の魅力発信、出店者や来街者のコミュニケーションを深める

ことを目的とした情報発信サイト「スカチャレ」を運営 
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地域連携の体制 

○須賀川南部地区エリアプラットフォームを組成【主な構成員】 

・民間企業（テダソチマ、NTT 東日本、東北電力、まちづくり会社こぷ

ろ須賀川） 

・須賀川市 

・地域住民 

・支援組織等（UR 都市機構、東邦銀行、須賀川信用金庫、福島大学） 

取組経緯 

・2019 年８月：株式会社テダソチマ設立 

・2019 年 12 月：須賀川市より都市再生推進法人に指定 

・2021 年１月：㈱テダソチマと須賀川市が空き家バンク運営協定を締結

須賀川南部地区エリアプラットフォーム設立 

・2022 年４月：ビッグデータを活用した旅客周遊分析の採択（国交省事

業）、エリアプラットフォームにて未来ビジョン『みちしるべ』策定 

・2023 年３月：所有者不明土地に関するモデル事業の採択・実施、経済

産業省補助事業の採択・実施（リノベーション） 

 

◯活動イメージ 

図表６－43  リノベーションした空き家    図表６－44 管理する広場 

出典：㈱テダソチマ HP             出典：㈱テダソチマ HP 

                

図表６－45 須賀川市における空き家等活用スキーム（ヒアリングより作成） 
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③会津若松まちづくり株式会社（福島県会津若松市） 

◯団体概要 

 

図表６－46 施設概要 

基
礎
情
報 

団体名 会津若松まちづくり株式会社 

活動エリア 会津若松市中心市街地 

設立年 2016 年６月１日設立 

資本金等 資本金：9,500 万円 

組織体制 
役員５名（代表取締役は会津若松商工会議所会頭、七日町まちなみ協議

会会長を兼務） 

主
な
事
業
の
内
容 

①施設運営・

管理 

〇七日町パティオの整備・管理 

・旧芳賀家が所有する４つの蔵を借り、大屋根を覆い一体的な空間と

して改修。平成 29 年８月にオープンし、オーナーより施設を借り

受け、サブリースでテナントに貸している。現在、全蔵でテナント

が入っているが、市外からの出店者、起業者もいる 

②文化施設の

企画運営 

〇伝統工芸の PR 

 ・管理する施設にて、会津地方の伝統工芸の展示会を開催し、プロモ

ーションを行っている 

◯郷土学習支援 

 ・地域の高校と地域連携協定を締結し、様々な郷土学習をサポート 

③七日町まち

なみ協議会 

◯空き家の利活用・通りの修景 

・協議会メンバーが空き家の所有者と交渉し、空き家を借り受けて保

存、改修等を行っている 

・歴史的な建造物の保全、協定締結による町並み形成、県事業による

電線類地中化工事をセットで進めた 

・成果を旅行会社に売り込み、取り上げられたことでにぎわい創出に

つながった 

 

◯活動イメージ 

図表６－47 七日町パティオ          図表６－48 七日町の町並み 

出典：会津若松まちづくり㈱HP         出典：七日町パティオ HP 
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④事例の整理 

調査を行った２つの事例について、組織概要及び団体、地域の取組について以下のと

おり整理した。 

 

図表６－49 伝統的建造物を対象とした公民連携による利活用の事例整理 

項目 ㈱テダソチマ 会津若松まちづくり㈱ 

組織概要 
・2019 年に設立 

・都市再生推進法人に指定 
・2016 年に設立 

取組の 

ポイント 

・代表が地元で不動産事業を営んでお

り、不動産事業に強み。空き家・空き

店舗のリノベーションを多数実施 

・都市再生推進法人の特例等を活用し

ながら、官民で連携して広場の整備、

管理運営を実施 

・４つの蔵を借り受け、改修してサブリー

スでテナントに貸出すとともに、管理

運営を実施 

・管理施設にて伝統工芸の PRや郷土学習

支援等の地域と連携した取組を実施 

地域連携 
・民間企業、金融機関、大学等を巻き込

んだエリアプラットフォームを組成 

・通り一帯の空き家の所有者と交渉し、借

り受けて保存改修を実施。県の電線類

地中化工事等とも連携して進め、成果

を旅行会社に売り込み 
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７．旧西谷家住宅の利活用及びエリアリノベーションの実現方策の検討 

７－１ 旧西谷家住宅利活用基本構想と事業手法の検討 

①各種調査を踏まえた課題と利活用の基本方向・事業手法選定における留意事項 

各種調査を踏まえ、旧西谷家住宅を起点にエリアリノベーションに波及する上で、ま

ず事業展開が先行する旧西谷家住宅の利活用について、課題と留意事項を整理する。 

 

課題１：建物の特性を活かし、間取りに応じて市民・来訪者の交流やにぎわいの活性

化につながる事業計画が必要 

・旧西谷家住宅は、旧店舗・土間・各和室・蔵といったそれぞれの独立性を確

保しやすい特性があり、部屋ごとの特性に応じた利活用が可能である。利活

用にあたっては収益を確保する用途も必要であるが、部屋によっては市民・

来訪者の交流を促す機能の創出も必要である。 

・特に旧店舗はかつてこみせと一体的な空間であり、まちかどとして人々の目

に留まる場所であること、こみせ美術館として活用されていた経緯等を踏

まえ、交流や市民の居場所機能を重視した利活用を重視する必要がある。 

 

課題２：用途や施設運営における柔軟性が求められる事業手法の選択が必要 

・独立性を確保しやすい特性を活かす上では、サブリースや貸しスペース等と

しての利活用も想定される。民間事業者の意向としては、用途や料金設定等

も含めて柔軟に運営できることを望んでおり、契約形態や手続に関して制

約が小さい事業手法の選定が望ましい。 

 

課題３：運営事業者の初期投資の回収が可能な事業期間の設定が必要 

・先行事例では大規模なハード整備は行政負担としているものが多く、旧西谷

家住宅においても行政による耐震改修が想定されるが、内装工事等の運営

事業者側の初期投資も生じると見込まれる。そのため、民間事業者の意向を

踏まえ、５～10年以上の事業期間が確保できる事業手法である必要がある。 

 

課題４：エリアリノベーションへの連携を要求水準に含めることが必要 

・運営事業者選定においては、上記の条件をクリアしつつも、旧西谷家住宅単

体での事業効果に留まらず、まちなか再生に寄与する利活用となることを

担保する必要がある。 

・令和８年度以降、エリアリノベーションの取組としても空き家・空き店舗活

用や回遊促進の取組等が展開されるが、旧西谷家住宅の運営事業者もこの

取組との連携を期待しており、用途や運営条件に加え、エリアリノベーショ

ンへの連携も含めて公募時の要求水準に位置付ける必要がある。  
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②旧西谷家住宅利活用基本構想の役割と構成 

これまでの取組を踏まえ、公民連携によって旧西谷家住宅と周囲のまちなかの資源

の相乗効果によりエリアリノベーションを推進するため、次のような役割を持つ「旧西

谷家住宅利活用基本構想」（以下「基本構想」）を策定し、中長期的なエリアの価値向上

に資する利活用の実現を目指す。 

 

基本構想の役割 

１．建物の特性と市民の期待を踏まえた利活用を実現するため、全体コンセプトと各

室の用途・機能等の方向性を示す。 

２．これまでの調査・検討、関連する取組を踏まえ、ふさわしい事業手法を設定する。 

３．安全性の確保、外観の保全、まちなかの来訪・滞在や市民の居場所としての機能

の充実を図るため方針を示す。 

４．エリアリノベーションの取組との関連性を整理し、連携して事業展開を図ること

を明示する。 

 

 

基本構想は、次表に示す項目を主とした構成であり、それぞれの事項の検討結果を次

ページ以降に、成果物となる基本構想は参考資料に掲載する。 

 

図表７－１ 基本構想の主な構成 

項目 検討における留意事項 

利活用のコンセプト 地域の大事な想いを示す 

利活用の基本方向 

（機能面、平面的利用） 

建造物の価値と利活用の柔軟性を保つ整備のあり方を示す 

事業手法の検討 公民の役割分担等を踏まえた事業手法を抽出する 
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③利活用のコンセプト 

市民意向把握の結果等を総括すると、市民は、独自の伝統文化や美しい歴史的な建築、

そして街全体の雰囲気を楽しむために、多くの人が訪れたいと思うまちになってほし

いと願っており、旧西谷家住宅の利活用を契機に地域の方々が異なる文化を持つ人々

との交流を楽しみ、訪れる人を温かく迎え入れるまちを目指すため、利活用のコンセプ

トを次のとおり定める。 

 

図表７－２ 旧西谷家住宅の利活用のコンセプト 
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④利活用の基本方向 

利活用の推進にあたっての留意事項に配慮し、コンセプトの実現を目指す全体的な

考え方として、５つの基本方向を整理する。 

 

安全性に留意し、こみせを含めた屋内の快適性を確保します 

耐震・耐雪・防火等に対して安全性の高い改修と、冬期も想定した設備等により、利

用時の屋内空間の向上を図る。 

 

ずっと市民に親しまれ、世代を超えた居場所づくりを実現します 

様々な主体の協力を得て進められる事業推進の機会を活かしつつ、長く市民・来訪者

に利用され続ける居場所を創出するため、建物の特性も活かした複合的な利用を実

現する。 

 

まちなかの交流・回遊・滞在を促す拠点としての機能を高めます 

市民・来訪者の交流促進や、まちなかの滞在時間の延長による活性化に積極的に貢献

し、エリアリノベーションを先導する利活用を推進する。 

 

収益性と公益性を両立し、持続的な事業推進を目指します 

利用者に対する多様な来訪目的・活動・体験を提供し続けることで収益性と公益性の

両立を図り、地域・行政・運営事業者が連携してスモールコンセッションの持続性を

高める。 

 

今まで守られてきた伝統的建造物としての形態を後世に伝えます 

重伝建地区の特定物件としての位置付けを誇り、並び合う松の湯交流館とともにこ

みせ通りの中心的な存在として、まち並み保全の重要性を伝え続ける。 

 

 

 

また、市民意向や民間事業者サウンディングを踏まえ、機能面、平面的利用を踏まえ

た各室の利用を想定した基本方向を次図に示す。 
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図表７－３ 旧西谷家住宅の利活用の基本方向 
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⑤事業手法等の検討 

スモールコンセッションによる公民連携での利活用を実現する事業手法を整理すると、次表のとおりとなる。 

民間事業者サウンディングでは、中長期的な事業期間の確保や、用途や施設運営における柔軟性が求められる。また、民間事業者にとって、供用開始直前の内装工事や軽微な補修は対応可能であるが、建築物

の耐震改修等の大規模なハード整備は大きな負担となることが懸念される。 

これらを踏まえ、公益性・収益性の観点から評価すると旧西谷家住宅の利活用においては PFI事業コンセッション方式の適性が最も高いと想定される。 

 

図表７－４ 想定される事業手法 

 賃貸借 指定管理者 PFI 事業 RO 方式 PFI 事業コンセッション方式 

概要 

行政の整備負担を貸付料で回収する。一定の用途並びに

その用途に供しなければならない期日及び期間を指定す

る必要があるときは、契約書に記載が必要 

公の施設（住民の福祉を増進する目的として、利用に供

するための施設）として、民間事業者に運営を委託。整

備、指定管理料を行政が負担 

民間事業者が既存施設の改修と、管理・運営を行う。整備

段階から民間リソースを活せるが、民間事業者の資金調達

の負担も大きい 

民間事業者が公共から運営権を取得し、サービス

提供を行う。主に運営面で民間リソースを活用 

法的根拠 地方自治法 地方自治法 PFI 法 PFI 法 

民間事業者の権限 借家契約による賃借権の付与（管理運営特約が別途必要） 行政処分指定による使用許可権限の付与 事業契約による施設整備・運営権の付与（要求水準を設定） 事業契約による運営権の付与（要求水準を設定） 

運営年数 普通財産を貸し付ける場合で 5 年以内（黒石市財産規則） ３〜５年が一般的（総務省ガイドライン） 10 年以上が一般的 

実

施

主

体 

資金調達 公共・民間（貸付料） 公共 民間 公共 

整備工事 公共 公共 民間（最終的にコストは公共負担） 公共 

運営・維持管理 民間 民間（コストは公共負担。収益で一部を賄うことは可能） 民間（サービス購入型の場合、コストは公共負担） 民間 

利用料金の設定 － 行政の承認（条例で定める） 行政への届出（事業者の裁量） 

公益性確保の観点 
契約書で用途を規定できるが、変更が生じるごとに契約

変更が必要 

公の施設として利活用するため、公益性が保たれる 要求水準書により、公益性のある利活用を規定することが

可能 

要求水準書により、公益性のある利活用の規定が

可能 

収益性確保の観点 

契約書に規定することで、望ましい用途による利活用が

可能 

公の施設に限られ、収益性は担保されない（指定管理料

によって民間の収益を生むことは可能だが、公共の負担

が増加する） 

要求水準を満たしていれば、民間事業者の判断で柔軟に利

活用が可能だが、初期改修コストを回収するための多大な

収益性が必要 

要求水準を満たしていれば、民間事業者の判断で

柔軟に利活用が可能 

事例 
黒石市役所わのまちセンター横町交流館（黒石市）、

NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町（伊賀市） 

松の湯交流館、津軽こみせ駅（黒石市）、脇本陣 粂屋

（小諸市）、まちや世田米駅（住田町） 

浜松市総合水泳場（浜松市）など、大規模なものに見られ

る 

城下小宿糀や（津山市）、本と美容室萩店（萩市） 

黒石市における適用 実績あり 実績あり 実績なし 実績なし 

旧 西 谷 家

住 宅 へ の

適 用 に お

ける評価 

メリット 

○契約書で公益性のある用途の指定が可能 

○公共による耐震改修で、民間の資金調達負担の軽減が

可能 

◎公の施設として公益性を確保できる。実施方針におい

てエリアリノベーションとの連携を明確に示すこと

でまちそだてへの貢献が期待できる 

○公共による耐震改修で、民間の資金調達負担の軽減が

可能 

◎要求水準書や実施方針で公益性のある用途の指定が可

能。実施方針においてエリアリノベーションとの連携を

明確に示すことでまちそだてへの貢献が期待できる 

○民間の投資回収が可能な事業期間設定が可能 

◎要求水準書や実施方針で公益性のある用途の指

定が可能。実施方針においてエリアリノベーシ

ョンとの連携を明確に示すことでまちそだてへ

の貢献が期待できる 

○公共による耐震改修で、民間の資金調達負担の

軽減が可能 

○民間が投資回収できる事業期間設定が可能 

デメリット 

△事業内容の変更があるたびに、契約変更が必要となる。

運営方法のエリアリノベーションとの連携等に対して

状況に応じた柔軟な対応が取りにくい 

△契約更新があり得るとしても、民間投資回収の期間が

確保しにくい 

△用途、スペース運営等の柔軟性が足りない 

△契約更新があり得るとしても、民間投資回収の期間が

確保しにくい 

×耐震改修の実施主体が民間となり、資金調達が大きな課

題となる 

△PFI 事業の適用に向けた条例等を新たに制定する必要が

ある 

△PFI 事業の適用に向けた条例等を新たに制定す

る必要がある 
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⑥事業スキームの相関図 

PFI 事業コンセッション方式の場合の事業スキームの相関図を次図に示すとおり整

理する。 

コンセッション方式の適用によって黒石市から運営事業者へ旧西谷家住宅の運営権

を設定することで、黒石市は運営権対価を得るだけでなく、伝統的建造物の公共所有・

利活用・保全が可能となる。一方で、運営事業者は、利用者へのサービス提供に対する

運営収益を得ることも可能となる。 

更に、旧西谷家住宅の利活用をエリアリノベーションの取組と連携させることで、ま

ちなか再生の推進との双方の循環を生み、運営の安定化も図ることが期待される。 

 

図表７－５ 事業スキームの相関図 
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７－２ エリアリノベーションの基本的な考え方 

①公民連携のあり方 

１）エリアリノベーションの推進の考え方 

令和６年度に黒石市役所わのまちセンター、横町交流館がオープンし、市役所本庁

舎の建て替えや電線類地中化等、現在、まちなかで予定されている事業がおおむね令

和 12 年までの５年間に完了する見込みである。令和 12 年を見据え、旧西谷家住宅

や空き家等の利活用等、エリアリノベーションを更に加速するための推進方策を次

のとおり示す。 

 

 

図表７－６ エリアリノベーションの推進の考え方 
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黒石市役所わのまちセンター・松の湯交流館・黒石市立図書館を拠点とし、その近

接する敷地でも民間による活動やつながりが波及することで、にぎわいの創出を目

指す。 

特に市民交流拠点であるわのまちセンター周辺～観光交流拠点である松の湯交流

館を重点エリアと捉え、わのまちセンター（市民交流拠点）～松の湯交流館（観光交

流拠点）を中心に、鳴海酒造・Circleこみせの交差点の強化により２つの拠点を面に

つなげ、公民連携により「点」を「線」、更に「面」に広げていく。 

 

図表７－７ 拠点からのエリアリノベーションの波及のイメージ 

 

 

図表７－８ 令和 12 年を見据えたエリアリノベーションの展開イメージ 

 

 

  

・中町は、旧西谷家住宅や津軽こみせ駅等を活用し、にぎわいや交流の創出や歴史的町並み保全を強化 

・横町は、空き家等の利活用やこみせの再生を行いながら、わのまちセンターとのつながりを深め、市

民交流拠点として強化 

・鳴海酒造・Circle こみせの交差点の強化により２つの拠点を面につなげ、更に、新庁舎の整備や電線

類地中化事業を踏まえ、令和 12 年を目指し、松の湯交流館北エリアや前町方面への展開を推進 



122 

 

２）推進体制の考え方 

まちなかで予定されている事業がおおむね完了する時期（令和 12 年）を見据え、

旧西谷家住宅の利活用やエリアリノベーション推進と平行して、推進主体となるプ

ラットフォームの構築を検討する。 

黒石市のまちなかで活動してきたまちそだて団体等、中心主体の明確化や黒石市

の伴走、関連団体等との連携、専門家によるサポート等の推進体制を次のとおり整理

する。また、エリアリノベーションの推進を加速させるためには、法人格を持つまち

そだて団体がプラットフォームの中核になることがポイントと想定されるため、プ

ラットフォームの構築と合わせ、都市再生推進法人の指定を検討する。 

 

図表７－９ （仮称）黒石まちなかエリアプラットフォームのイメージ 
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②持続的なまちづくり方策 

１）まちなかの継続的な空間整備 

これまで黒石市の宝である「こみせ」の歴史的な価値や認識を深め守りながら、地

域の方々が主体となって様々な「まちそだて」が展開されてきた。“ここで出店した

い、住んでみたい、訪ねてみたい“と感じられるエリアを育てていくために、機会が

あるごとに黒石市の特色である「こみせ」と「かぐじ（裏地）」等を活かした空間や

沿道等を創出する。 

 

 ＜推進方策＞黒石のまちなかだからこそ“を提供できる魅力ある空間や沿道をつくる 

●こみせや板塀をつなぐ 

  ・こみせ通りの修景支援（黒石市歴史的景観形成事業費補助金）の普及啓発、活用へ

のサポート 

  ・空地や空き家等へのこみせの設置 

  ・公共の施設整備におけるこみせ・回廊こみせの設置 

 

 ●施設や空間整備に合わせて、こみせとかぐじをつなぐ 

  ・拠点施設整備における屋外広場の整備 

  ・こみせや屋外広場へのベンチや照明、その他ファニチャーなどの設置 

  ・メインの通りや資源へつなぐ敷地内通り抜け動線の確保 

 

●こみせ通りの電線類地中化、案内サイン整備 

  ・中町北側～中町～前町のこみせ電線類地中化、道路美装化 

  ・回遊を促すサイン整備 

 

図表７－10 まちなかの継続的な空間整備のイメージ 
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参考：黒石市歴史的景観形成事業費補助金 

 

 『街なみ環境整備事業地区』において、こみせの新設や改修、建築物の修景等を行う

場合に２／３（修景内容により限度額あり）を補助 

※こみせを新設や修景等する場合は、所有者負担の１／３について、森林環境譲与税

を活用可能 
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２）公民連携による低未利用ストックや魅力的な資源の利活用 

まちなかには利活用が期待される空き家等や歴史的な資源などが多く存在してい

る。また、近年の公共施設整備により公共の共用スペースも増えている。こうした公

民のストックを使いたいニーズに対して、柔軟な利活用を進めるため、公民が協働し

た取組を推進する。 

 

＜推進方策＞まちなかのもったいない場所や魅力的な資源をニーズに合わせて柔軟に使いこなす  

●空き家等の利活用  

  ・公民が連携した所有者への継続的なアプローチ 

  ・空き家等のお試し活用の継続（イベント、お試し住居） 

  ・利活用できる空き家情報の一元化、情報発信 

  ・空き家等と使いたい人のマッチング（空き家ハント、商工会議所や関係各課と連携

したサポート） 

 

 ●公共の共用スペース（屋内外）の利活用 

  ・市民等が利活用できるスペースの情報発信 

   （各課が管理するスペース情報の一元化、場所とおすすめ利用シーンの発信） 

  ・管理協定など民と連携した柔軟な運用を可能にする仕組みの検討 

 

●黒石ならではの資源を活かした取組（歴史的建物、まち並み、小さなまちかど博物

館、景観資産等） 

  ・まちなかに点在する蔵や空地など、新たな活用が期待できる資源・空間の掘り起こし  

  ・既存の取組の継続・展開 

 

図表７－11 公民連携による低未利用ストックや魅力的な資源の利活用のイメージ 
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３）まちなか回遊や滞留を促進するソフトの取組推進 

黒石固有の資源（空間、ひと、くらし）を活かしたソフト（イベントやアクティビ

ティ、サービス、仕組み）の取組を継続・創出することで、回遊性や滞在時間を向上

し、市民や来訪者にとって「楽しく、居心地のよいまちなか」を実現する。 

 

＜推進方策＞固有資源を活かした歩きたくなる・留まりたくなる仕掛けづくり 

●まちそだてに取組む民間団体と連携した取組  

  ・まち歩きツアー、夜市、こみせ日和など既存の取組の継続サポート 

  ・まちなかの新しいコンテンツづくり（体験型コンテンツ、ナイトコンテンツ、冬を

楽しむコンテンツ（雪灯篭やかまくら）、蔵などの利活用したい資源を活用したコ

ンテンツ 等） 

 

 ●地域に根付いた担い手によるマネジメント 

  ・都市再生推進法人やエリアプラットフォームの検討 

 

図表７－12 まちなか回遊や滞留を促進するソフトの取組推進のイメージ 
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７－３ 今後の進め方の検討 

①旧西谷家住宅の事業化に向けた今後の検討事項 

１）公民の役割分担の整理 

PFI事業コンセッション方式による事業推進にあたっては、耐震改修や内装工事、

日常の補修等に関する公共と運営事業者の役割分担を整理する必要がある。 

基本的な考え方としては、Ａ及びＢ工事（耐震・改修工事）は公共が担うこととな

るが、Ｃ工事（内装工事）については提供するサービス水準や運営面の都合等との兼

ね合いが大きくなることから、民間事業者で実施することを基本とし、相互に調整し

ながら改修工事を進めることが望ましいと考える。 

また、事業期間中に生じる補修等をはじめとする様々なリスクについては、構造に

かかわるものや大規模なものは行政が負担し、日常的な利用に関するものや簡易な

補修等は運営事業者が担うという基本的な考え方に基づき、公募時の実施方針等に

示すことが望ましい。 

 

２）改修に向けた手続と関係機関協議 

旧西谷家住宅の主屋・土蔵は当伝建地区の特定物件に該当している。現在の外観の

保存対象であるため、外壁等の改修が生じる場合は保存計画の「修理基準」への適合

と、文化庁との協議が必要となる。また、耐震と合わせて、こみせ等の改修も必要に

なる可能性があるが、軒先の処理に関する道路管理者との協議等も踏まえて改修の

あり方を検討する必要がある。 

利活用にあたっては、従前用途からの変更が必要となる部分が生じる可能性があ

る。運営事業者選定にあたっては、提案事項の実現は今後の関係機関との協議による

ことは明示するとともに、選定案については改修の考え方等を踏まえて実現可能な

利活用プランへの調整が生じる可能性がある。 

  



128 

 

 

３）市・設計者・運営者等の協働による利活用基本計画立案と耐震改修の調整 

基本構想策定以降の調整事項は次図に示すとおりである。 

運営開始に向けた準備と耐震等の改修設計の調整を円滑に進めるため、運営事業

者と設計者の選定を同時に行うことを念頭に置き、運営事業者の選定に向けて条件

整理・要綱作成等を進め、公募プロポーザルにおいて事業者を選定することを原則と

する。 

運営事業者の選定後には、運営開始までの工事・準備や運営時の公民連携の考え方

等を整理し、実際の指針となる利活用基本計画を黒石市と運営事業者が協働で立案

する。 

また、工事期間においても運営事業者との綿密な調整を継続させ、運営開始に向け

た準備や民間側で実施する内装工事等を円滑に推進する。 

 

図表７－13 基本構想策定以降の調整の流れ 
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②エリアリノベーションの進め方 

１）重点地区におけるエリアリノベーションの推進 

中町、前町、横町を中心に、空き家・空き店舗や公共空間の利活用を進め、面的に

あずましい場づくり、にぎわいの創出、滞在時間を延ばす等の取組を継続する。 

旧西谷家住宅等を活用した社会実験を通じて、旧西谷家住宅の基本計画への反映

と、効果促進を継続的に実施する。 

空き家のデータベース化を進め、ターゲット層に届くようなコンテンツによる情

報発信等を進める。 

 

２）エリアプラットフォームの構築 

行政、民間団体、関係機関、大学・専門家等によるエリアプラットフォームの構築

を進める。 

空き家の利活用や社会実験の取組、新庁舎・広場の整備、電線類地中化事業の進捗

等に応じて、ウォーカブルに関する取組を検討する。 
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③概略スケジュール 

旧西谷家住宅の利活用及びエリアリノベーションの推進にあたっての概略スケジュールは次図のとおりである。 

旧西谷家住宅の利活用に関しては令和８年度に耐震改修設計と事業者選定を進め、令和９年度中からの工事、令和 11 年頃の供用開

始を目指す。 

エリアリノベーションの推進に関しては、プラットフォームの構築と空き家等の利活用を進めながら、新庁舎の建設や電線類地中化

事業の実施と連携を図り、「点・線」から「面（エリア）」への展開を進める。 

 

図表７－14 基本構想策定以降の調整の流れ 
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８．公民連携事業推進の検討体制の運営 

８－１ 検討委員会の開催 

旧西谷家住宅の利活用の方向性やエリアリノベーションの実現方策等を検討するた

め、学識経験者、建築及び不動産再生の専門家、地元まちづくり関連団体からなる「伝

統的建造物の利活用とエリアリノベーションの実践モデル事業検討委員会」を設置・開

催した。 

 

①第１回検討委員会 

第１回検討委員会の開催概要は次のとおりである。 

 

図表８－１ 第１回検討委員会の開催概要 

開催日時 令和７年９月 24日 14-16時 

開催場所 黒石市みんなのホール 

議事 

１．挨拶 

黒石市商工観光部長 太田 淳也 

 

２．委員、部会員の紹介 

 

３．議事 

１）事業の概要について 

２）旧西谷家住宅の利活用に関する取組について 

３）エリアリノベーションの実施について 

４）市民、来訪者の意向把握等について 

 

４．今後の予定について 

次回の委員会、部会の開催予定 

開催結果の 

概要 

空き家利活用に対する地域の潮流が変化してきたこと、事業の収益性が重要で

あること、エリアリノベーションの取組を今後も継続すべきであること、既存の

機能と新たな機能のバランスについて、積雪時の公共空間活用等のあり方につい

て、松の湯交流館との差別化と関係性のつくり方等について意見が出された。 
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②第２回検討委員会 

第２回検討委員会の開催概要は次のとおりである。 

 

図表８－２ 第２回検討委員会の開催概要 

開催日時 令和８年２月 10日 14-16時 

開催場所 黒石市役所わのまちセンターイベントホール 

議事 

１．議事 

１）これまでの実施概要について 

 

２）旧西谷家住宅の利活用に関する基本構想、エリアリノベーションの推進  

について 

 

２．今後の予定について 

開催結果の 

概要 

旧西谷家住宅については、複数の用途や日常的な利活用が促進され、地域外の

観光客だけでなく地域住民も利用できる場づくりが求められた。また、事業者選

定については耐震改修と運営を行う事業者を一体で進めることが重要という意

見が出された。 

 エリアリノベーションについては、旧西谷家住宅単体だけでなく地域全体での

波及効果や松の湯交流館や黒石アート BOX等の他施設との連携が重要であるとい

う意見が出された。 

 

 

  



133 

 

 

８－２ 専門部会の開催 

旧西谷家住宅の利活用の方向性やエリアリノベーションの実現方策等について実務

レベルで検討を深度化するため、黒石市の関係各課と地元まちづくり関連団体からな

る「旧西谷家住宅部会」及び「エリアリノベーション部会」を検討委員会の下部組織と

して設置・開催した。 

 

①第１回専門部会 

第１回の専門部会は、検討委員会の合同開催とした。 

 

②第２回専門部会 

第２回の専門部会の開催概要は次のとおりである。 

 

図表８－３ 第２回専門部会の開催概要 

開催日時 令和７年 11月 26日 14-16時 

開催場所 黒石市産業会館４階大会議室 

議事 

１．取組状況の共有 

・旧西谷家住宅の利活用について 

・エリアリノベーションの検討について 

・視察報告について 

 

２．意見交換 【部会ごとに分かれて意見交換】 

○旧西谷家住宅部会 

・旧西谷家住宅の利活用のあり方、運営事業者選定に向けた検討事項 等 

 

○エリアリノベーション部会 

・社会実験の取組や空き家・空き店舗の現況を踏まえた今後の取組について 

等 

 

３．部会の結果共有と今後の予定 

・旧西谷家住宅部会・エリアリノベーション部会の結果共有 

・全体総括 

・事業スケジュールについて 

開催結果の 

概要 

取組状況を共有するとともに、両部会に分かれて意見交換を行った。 

旧西谷家住宅部会では主に、利活用の検討にあたって求められる耐震性能や改
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修可能な範囲、用途等の条件設定を進めていくことが必要であるといった意見が

出された。 

エリアリノベーション部会では主に、空き家・空き店舗のオーナーの信頼を得

ることが重要であり、行政の支援が必要であるといった意見や、出店したい方と

物件のニーズのマッチングを行うことが重要であるといった意見が出された。 

  

 

③第３回専門部会 

第３回の専門部会の開催概要は次のとおりである。 

 

図表８－４ 第３回専門部会の開催概要 

開催日時 令和８年１月 26日 14-16時 

開催場所 黒石市産業会館４階大会議室 

議事 

１．取組状況の共有 

・旧西谷家住宅の検討状況・利活用基本構想の検討に向けて 

・エリアリノベーションの検討について 

・市民ワークショップの結果について 

 

２．意見交換 【部会ごとに分かれて意見交換】 

○旧西谷家住宅部会 

・旧西谷家住宅の利活用の基本的な方向性、耐震改修の検討にあたっての条

件、調整事項、事業手法選定の考え方、利活用基本構想における大事な考

えやキーワード、構成・内容 

・エリアリノベーションとの連携の可能性について 等 

 

○エリアリノベーション部会 

・空き家や空き店舗、公共空間の利活用に向けた仕組みや体制について 

・各主体のかかわりしろや現時点の課題、今後の取組の方向性について 

・旧西谷家住宅との連携の可能性について 等 

 

３．部会の結果共有と今後の予定 
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・旧西谷家住宅部会・エリアリノベーション部会の結果共有 

・全体総括 

・事業スケジュールについて 

開催結果の 

概要 

取組状況を共有するとともに、両部会に分かれて意見交換を行った。 

旧西谷家住宅部会では主に、耐震改修の検討状況や事業スケジュール等の留意

すべき点について議論され、利活用等の観点から壁を減らしたい箇所等を提案し

た上で詳細を検討する方が望ましいといった意見が出された。 

エリアリノベーション部会では主に、物件を借りたい人や起業したい人へのア

プローチとして、補助金等の充実や継続的な支援、エリア全体の魅力を向上して

いくことが重要であるといった意見が出された。 

  

 


